
平成30年 第83回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第３日）

平成30年３月５日（月曜日）

議事日程（第３号）

平成30年３月５日 午前９時開議

日程第１ 第１号議案 神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例

外適用の件

日程第２ 第２号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第３号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第４号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第５号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第６号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第７号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第８号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第９号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第10号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第11号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第12号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第13号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第14号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第15号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

日程第３ 第16号議案 神河町印鑑条例及び神河町手数料条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第４ 第17号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第５ 第18号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第６ 第19号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第７ 第20号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第８ 第21号議案 神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第22号議案 神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正
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する条例制定の件

日程第９ 第23号議案 神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第10 第24号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第11 第25号議案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第12 第26号議案 平成29年度神河町一般会計補正予算（第９号）

日程第13 第27号議案 平成29年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第14 第28号議案 平成29年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

５号）

日程第15 第29号議案 平成29年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第16 第30号議案 平成29年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第３号）

日程第17 第31号議案 平成29年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第18 第32号議案 平成29年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第19 第33号議案 平成29年度神河町下水道事業会計補正予算（第４号）

日程第20 第34号議案 平成29年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第21 第35号議案 平成30年度神河町一般会計予算

日程第22 第36号議案 平成30年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

日程第23 第37号議案 平成30年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

日程第24 第38号議案 平成30年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第25 第39号議案 平成30年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第26 第40号議案 平成30年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第27 第41号議案 平成30年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第28 第42号議案 平成30年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第29 第43号議案 平成30年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第30 第44号議案 平成30年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第31 第45号議案 平成30年度神河町水道事業会計予算

日程第32 第46号議案 平成30年度神河町下水道事業会計予算

日程第33 第47号議案 平成30年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第34 承認第１号 神河町住宅マスタープラン後期計画の策定の件

日程第35 承認第２号 神河町国民健康保険第１期データヘルス計画及び神河町国民健康

保険第３期特定健康診査等実施計画の策定の件

日程第36 承認第３号 神河町高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画の策定の件
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日程第37 承認第４号 神河町障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計

画の策定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第１号議案 神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例

外適用の件

日程第２ 第２号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第３号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第４号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第５号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第６号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第７号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第８号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第９号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第10号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第11号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第12号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第13号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第14号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第15号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

日程第３ 第16号議案 神河町印鑑条例及び神河町手数料条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第４ 第17号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第５ 第18号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第６ 第19号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第７ 第20号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第８ 第21号議案 神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第22号議案 神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件

日程第９ 第23号議案 神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護
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予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第10 第24号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第11 第25号議案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第12 第26号議案 平成29年度神河町一般会計補正予算（第９号）

日程第13 第27号議案 平成29年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第14 第28号議案 平成29年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

５号）

日程第15 第29号議案 平成29年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第16 第30号議案 平成29年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第３号）

日程第17 第31号議案 平成29年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第18 第32号議案 平成29年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第19 第33号議案 平成29年度神河町下水道事業会計補正予算（第４号）

日程第20 第34号議案 平成29年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第21 第35号議案 平成30年度神河町一般会計予算

日程第22 第36号議案 平成30年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

日程第23 第37号議案 平成30年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

日程第24 第38号議案 平成30年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第25 第39号議案 平成30年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第26 第40号議案 平成30年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第27 第41号議案 平成30年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第28 第42号議案 平成30年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第29 第43号議案 平成30年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第30 第44号議案 平成30年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第31 第45号議案 平成30年度神河町水道事業会計予算

日程第32 第46号議案 平成30年度神河町下水道事業会計予算

日程第33 第47号議案 平成30年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第34 承認第１号 神河町住宅マスタープラン後期計画の策定の件

日程第35 承認第２号 神河町国民健康保険第１期データヘルス計画及び神河町国民健康

保険第３期特定健康診査等実施計画の策定の件

日程第36 承認第３号 神河町高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画の策定の件

日程第37 承認第４号 神河町障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計

画の策定の件
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出席議員（12名）

１番 藤 原 裕 和 ７番 小 寺 俊 輔

２番 藤 原 日 順 ８番 松 山 陽 子

３番 山 下 皓 司 ９番 三 谷 克 巳

４番 宮 永 肇 10番 小 林 和 男

５番 藤 原 資 広 11番 廣 納 良 幸

６番 藤 森 正 晴 12番 安 部 重 助

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 坂 田 英 之 主事 山 名 雅 也

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 地域振興課参事兼農林業特命参事

副町長 前 田 義 人 多 田 守

教育長 入 江 多喜夫 ひと・まち・みらい課長

町参事 野 邊 忠 司 藤 原 登志幸

総務課長 日 和 哲 朗 建設課長 真 弓 俊 英

総務課参事兼財政特命参事 地籍課長 児 島 則 行

児 島 修 二 上下水道課長 中 島 康 之

情報センター所長 藤 原 秀 洋 健康福祉課長 大 中 昌 幸

税務課長 和 田 正 治 会計管理者兼会計課長

住民生活課長  木 浩 山 本 哲 也

住民生活課参事兼防災特命参事 病院事務長 藤 原 秀 明

田 中 晋 平 病院総務課長兼施設課長

地域振興課長兼ひと・まち・みらい課参事 藤 原 広 行

石 堂 浩 一 教育課長 松 田 隆 幸

地域振興課参事兼観光振興特命参事

山 下 和 久

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達していますので、第８３回神
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河町議会定例会第３日目の会議を開きます。

日程に入る前に御連絡いたします。入江教育長におかれましては、新任教員面接のた

めに９時から１０時まで欠席されますので、御了承を願います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

質疑に入る前に、若干申し添えておきます。

会議規則第５４条第１項では、発言は全て簡明にするものとし、議題以外にわたり、

またはその範囲を超えてはならないと規定されております。また、同規則第５５条第１

項では、質疑は、同一議員につき同一の議題について３回を超えることができないと規

定されております。会議規則第５４条及び第５５条遵守の上、会議の進行に御協力をい

ただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、早速議案の審議に入ります。（「議長」と呼ぶ者あり）何か。（「ちょっ

と説明の訂正」と呼ぶ者あり）

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。きのう当初

予算の説明をさせていただきました。（「先日」と呼ぶ者あり）先週、当初予算の説明

をさせていただきました。その当初予算の説明資料の中で少し訂正がございます。語句

の修正をお願いしたいと思います。

まず、説明資料の２１ページでございます。その中で人生８０年いきいき住宅事業補

助金というのがありますが、その「８０年」を削除願います。

○議長（安部 重助君） 人生いきいきでいいんですか。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） はい。

続いて、６０ページをお願いいたします。未熟児養育医療給付事業の中の目的のとこ

ろで ０００ろラろ以下というのを ０００ろラろ未ろにお願いいたします。 

○議長（安部 重助君） わかりましたか。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 続きまして、６４ページをお願いいたし

ます。６４ページ、浄化槽管理事業の目的のところの合併処理浄化槽の６基、括弧で書

いてあります内訳が少し違っております。５０人槽が１基のところを２基。（発言する

者あり）５０人槽は１基。（発言する者あり）はい。７人槽が３基、５人槽が２基でご

ざいます。

続いて、７５ページをお願いいたします。大河内高原整備事業の②の施設管理修繕業

務の中の務山高原務務ル施設等改修務事９０務 ０００務、これ改修務事となっており

ますが、修繕の誤りでございまして、修繕料に含まれるものでございます。

以上、訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 皆さん、わかりましたか。

それでは、日程に入ります。

・ ・
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日程第１ 第１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第１号議案、神河町農業委員会委員の任命に係る認

定農業者等の過半数要件例外適用の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論を行います。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第１号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１号議案は、原案のとおり同

意することに決定されました。

・ ・

日程第２ 第２号議案から第１５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第２号議案から第１５号議案までの神河町農業委員

会委員の任命の件、１４議案を一括議題といたします。

上程１４議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第２号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第２号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第２号議案は、原案のとおり同

意することに決定されました。

－１６１－



続いて、第３号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第３号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、第３号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

続いて、第４号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第４号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、第４号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

続いて、第５号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第５号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第５号議案は、原案のとおり同

意することに決定されました。

続いて、第６号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕
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○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第６号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第６号議案は、原案のとおり同

意することに決定されました。

続いて、第７号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第７号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第７号議案は、原案のとおり同

意することに決定されました。

続いて、第８号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第８号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第８号議案は、原案のとおり同

意することに決定されました。

続いて、第９号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。
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これより第９号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第９号議案は、原案のとおり同

意することに決定されました。

続いて、第１０号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１０号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第１０号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

続いて、第１１号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１１号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第１１号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

続いて、第１２号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１２号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第１２号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

続いて、第１３号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１３号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第１３号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

続いて、第１４号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１４号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第１４号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

続いて、第１５号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１５号議案を採決します。

お諮りします。本案については、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議なしと認めます。よって、第１５号議案は、原案のとおり

同意することに決定されました。

・ ・
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日程第３ 第１６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第１６号議案、神河町印鑑条例及び神河町手数料条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。１点だけ、確認というんです

か、教えていただきたいんですけど、このたびからコンビニで個人番号カードを使って

印鑑証明書の発行ができるようになると思うんですが、説明の中では、役場は従来どお

り印鑑カードですよというような説明を受けたと思うんですが、これはもう印鑑カード

と、それから個人ナンバーカードの併用ということは無理なのかどうか、その点だけお

尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。三谷議員の御質問の

お答えをさせていただきます。

説明しておりましたとおり、役場での印鑑証明の発行につきましては、従来どおり印

鑑カードのみの発行でしかできません。コンビニ交付につきましては、マイナンバーカ

ードでの発行でしかできません。両方の併用はできません。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１６号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第４ 第１７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第１７号議案、神河町特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１７号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第５ 第１８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第１８号議案、神河町特別職の職員で非常勤のもの

の報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１８号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第６ 第１９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第１９号議案、神河町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題

とします。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑はないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第１９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１９号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第７ 第２０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第２０号議案、神河町介護保険条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑はないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第２０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第２０号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第８ 第２１号議案及び第２２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第２１号議案、神河町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、第
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２２号議案、神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件の２議案を議題とします。

上程議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑はないようでございます。質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第２１号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第２１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第２１号議案は、原案のとおり

可決されました。

続いて、第２２号議案について討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第２２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第２２号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第９ 第２３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第２３号議案、神河町指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

－１６９－



○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第２３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第２３号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１０ 第２４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第２４号議案、神河町後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第２４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第２４号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１１ 第２５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第２５号議案、神河町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕
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○議長（安部 重助君） 質疑はないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより第２５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第２５号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１２ 第２６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第２６号議案、平成２９年度神河町一般会計補正

予算（第９号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第２６号議案は、総務文

教常任委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第１３ 第２７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第２７号議案、平成２９年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第５号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。これも１点お尋ねをしておき

たいと思います。これは１２月の補正予算でもお尋ねをしたんですが、１２月のときに

は給付費が１億近くふえて、そのことによる３０年度以降の国保税に影響がないかとい

うようなことの質問をさせていただきました。そのときには現時点ではないというお答

えでして、え回の補正をえますと、え回は反対に税のほうが ０００務近くええええみ

という中で、え回の補正予算の中では、その財源として財政調整基金の繰入金をふやす
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対応の中でえ回の補正予算を編成されています。最後の説明の中では、最終的にはこの

決算をええみをしたときには ０００務務近くの決し入れがある中で、基金の決り決し

もそうしなくても済むというような説明がありましたので、これらを総括的に考えます

と、え回の補正予算では ０００務ほどのえ入のえ、そして基金を ０００務ほどのと 

額で決り決すという予算になってますが、最終的については通常どおり、予定どおりの

決算になって、３０年度以降の、３０年度の国保税につきましては既に予算で出てます

ので厳密に言えば３１年度以降になるんですが、その辺の国保税の分についてはこの補

正予算の中でもそんなに影響ないというふうに、そのように理解しとってよろしいか、

その点だけお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課の 木でございます。それでは、三谷議員

の質問のお答えをさせていただきます。

まず、平成２９年度の予算ですけれども、現時点、この３月、補正しておりますけど

も、現時点で不確定なものといたしましては、歳出の医療給付費です。それがまだ２月、

３月と確定しておりませんので、そこが不確定でございます。それから、それに付随を

いたします県の調整交付金、その分が、国、県の調整交付金が不確定でございます。

ほか、説明でも申しましたけども、税につきましても確定をしておりまして、ほかも

全てもうほぼ確定をしておりますので、これでほぼ、これで計算をしましたところ、こ

の３月議会におきましては、基金の繰の金ということで ０２４務上のまして合計 ６ 

１７務 ０００務の基金の決り決しいうような１１しとんですけども、それにつきまし

ては、歳出の共同事業拠出金の一つであります高額医療費拠出金、現時点での予算額は

６５５務 ０００務でございますけれども、この額はもう確定をしております。確定 

額といたしましては ８７４務 ０００務ということで、確定額よりも予算額も多いん 

ですけれども、それから保険財政共同安定化事業拠出金にいたしましても、予算額３億

２７４務 ０００務に対しまして確定額は２億 ０６８務であるということで、もう  

既にこの確定額以上、もう入金、支払いをこちらからもうしてますので、歳出決入をす

ることによってこの予算額を落とせるということになります。ということで、えの予算

額と確定額との額額の合計が ９８８務務、その分がこの予算よりも実額はえることに

なります。となりますと、現なのところ基金の繰入金といたしましては ６１７務 ０ 

００務ええんでますので、実額は６００務ほどの繰り入れとなるんですけれども、現時

点での医療費、医療給付費といたしましては、現なのこの医療給付費の予算は、２９年

度の上半期、５件ほど重度な度病の方がありました関係で、上半期だけでも ５００務

ほどふえたということをお知らせいたしましたけれども、その率で全体をえております。

ですけども、下半期につきましてはちょっと平準化、平年並みに平準化してまいりまし

て、このまま平準化したまま１月、２月がそういう感じで終われば、この基金決り決さ

なくてもいけるというふうにこの２９年度はええんでおります。
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それから、この２９年度、大体 ０００務、 ０００務ほどの、例えば前年対そでい 

けば医療給付費も上がるんですけれども、それが、３１年度の納付金、３０年度の納付

金には関係ないんですけれども、３１年度に影響することは否めません。それがどの程

度影響するのかは現時点ではわかりません。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。もう一遍、再度確認ですが、え回のこ

の補正予算をえる限り、国保会計がどうなるかなという非常に心配した面の会計になっ

てるんですが、恐らくこれが、この予算編成をする時期の問題がありましてね、この補

正予算をつくった後ですね、それぞれのえ課長が言われましたような拠出金云々の分の

中で、実額の決算額としては、ほぼとんとん言うたらおかしいんですが、６００務務余

りの赤字というんですか、で済むなという形で進みますよと。そういう中で判断します

と、ことしの２９年度の決算が３１年度の国保税の県からの通知額に影響してきますの

で、それを加味しますと、３１年度についてもえ回の補正予算の中身で臆測されること

ほど影響がないと、そのように理解しとったらいいわけですか。以上です。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） まず、２９年度の決算ですけれども、ええみですけれ

ども、６００務につきましては、このまま医療費が昨年までのレベルに落ちつけば、こ

の２月、３月ですね、なれば、もう持ち出し、基金の決り決しなしでいけるであろうと

いうことがえの時点で言えることです。

それから３１年度につきましては、この予算の説明の中で、町長、それから私も説明

いたしましたけれども、県への納付金で税額が決まっていくということを説明させてい

ただきました。それも３１年度につきましては２７、２８、２９の３カ年の医療費を対

象として算出をされるということをお知らせしたんですけれども、この２９年度につき

ましては、本当に五、六千務、昨年よりも医療費が高くなってます。ですので、それが

３１年度、その納付金の試算をしたときにどのぐらい影響があるのかいうふうなことは、

ちょっとえの時点ではわかりません。やっぱり一遍、ちょっと３１年を迎えてみて初め

てどのぐらいそれが影響するのかというようなこともわかっていくんですけれども、例

えばこの３０年度の納付金の算出でも、過去、３０年度につきましては２６から２８年

度、３カ年の医療費をもとに算出をしとるんです。ですけども、神河町の場合、その３

カ年につきましては、もう全ての年度において１人当たりの医療費が県の平均値を全て

上回ってます。ですけども、うちの医療費水準としたら９８という数字なんです。全

部上回ってますけど医療費水準としては９８であるということは、ちょっと５歳刻み

のそういう計算方法を医療費水準するときにとっていくんですけども、そういった算出

の仕方があったりとかいたしますので、３１年度につきましてはいろんな要因、県全体

の医療費の伸びとか、国からの補助金がどのぐらいおりてくるのか、いろんな要素がご
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ざいますので、影響することは間違いないんですけども、それがどのぐらい影響するの

かということは、えの時点ではちょっと言い切れません。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。事業基金のほうなんですが、

２８年度の２高が１億４６７務 ０００務で基金運用２２が２２務 ０００務で、決り 

決しがなければ１億４９０務 ０００務になるんですけども、え回の補正のほうでは 

５００プラス ０００務で、 ６１７務 ０００務を決り決すとなると ８７３務 ０    

００務になるという予定だったんですが、えの説明のほうでその決り決しのほうは必要

ないだろうということですので、１億４９０務 ０００務が一応２高ええみと考えてよ

ろしいんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） それでは、藤原日順議員の御質問のお答えをさせてい

ただきます。

この２月７日現なの基金の２高は、おっしこいますように１億４６７務 ０３９務な

んですけれども、この予算書のとおり、えの予算といたしましては ６１７務 ０００ 

務の決り決しの予定です。それに対して、先ほど申しました ９８８務、歳出決入で円

ってきますので、その額額の分がこの予算的には決り決しになりますけども、医療費が

平準化されればその分も補填できるのではないかと、決り決ししなくて済むんじこない

かというふうに考えております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。三谷議員の質問に関連するんですけど

も、先のことはわからないというような答弁でございました。一番国保会計で注意しと

かなあかんのは、過去のデータでも多分分析できると思うんですよね、傾向としては。

医療費はもう年々変わっていますからそれはさておいて、過去のデータでえたときに、

いわゆるどういう傾向が出るかというのは多分わかると思うんですけども、そのような

研究なんかはされてるのでしょうか。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 藤原資広議員の質問のお答えをさせていただきます。

この３０年度の納付金につきましても、昨年から町民の方にも広報とか通じまして、

３０年度からの国保財政一本化によりまして税金が、国保税が上がる可能性もあるとい

う、そういったお知らせも何度もしておりました。この議会でもそういった答弁をして

おりましたけども、本当に新しくこの３０年度から一本化になることによって、本当に

町の国保の予算の基本的なところがもう大きく変わりました。

そんな中で、保険税に関係してきますのが県へ納める納付金にあると。納付金によっ
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て税額が変わっていくということがもうはっきりしたわけなんですけれども、そうした

中で、医療水準、所得水準等によってその納付金の金額が決まっていくんですけれども、

例えば現時点でいえば、まだこの２９年度につきましても税額が確定しておりません。

それから医療費も確定しておりません。県全体にいたしましても同じことです。県全体

の医療費も確定しておりません。それから、先ほども申しましたように、国からの補助

も３１年度につきましては確定しておりません。それから、何といいましても県下全体

で、例えば医療給付費でいえば ０００億の規でです。そのうちで当町１１億なんです。

ということからすれば、やはり県全体の大きなそういった動きによって神河町もその中

に入っていくんですけれども、そういった点でも非常に先が読みにくい。そうした中で、

医療費水準とか所得でそういう数値を入れて計算していくようなこともできるんですけ

れども、そういった全体的な中のいろんな要素がある中の一つでありますので、なかな

か先が読めないということがえ現状でございます。それはもう担当と一緒にいろいろ、

え度３０年度の予算を決めていくに当たって、３０年度の税率を決めていくに当たって、

３１年度の納付金の額がわかれば物すごく決めやすいんですけれども、それがなかなか

つかめないのがえの現状でございます。

ということで、ちょっとえまでともう全然違うやり方に変わってるということを御理

解いただきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１４ 第２８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第２８号議案、平成２９年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第５号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１５ 第２９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第２９号議案、平成２９年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第５号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。
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山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。ページでいいますと５ページですね、

５ページのところで、３款で１目で包括的・継続的ケアマネジメント事業費、それから

５目でな宅医療・介護連携推進事業費、これについてはマンパワーの確保ができにくい

ということで、一方はえ額し、一方は賃金から時間外で職員が対応するというような形

の説明を受けたんですが、現な、５目のほうは社会福祉士ですね、それから１目のほう

は介護支援専門員だと思うんですが、この応募される身分は嘱託職員だと思うんですが、

どの程度の年齢で募集かけておられるのか、その辺を教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。この職員採用につき

ましては、総務課と協議をしながら進めてまいっております。５９歳以下ということで

募集をかけております。ケアマネジャーについては４回に分けて募集を行いました。そ

れと病院の連携支援センターの社会福祉士については、病院のほうでそういう社会福祉

士会とか、あと日曜日に入る求人募集並びにハローワークなどへの働きかけもしていた

だいた中での結果、まだ人員がそろわないということでございます。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。５９歳ということですが、やはり介護

支援専門員とか社会福祉士も一緒だと思うんですけれども、やはり、いわゆる職種柄い

うんですかね、もうちょっと年齢を高くして募集かけられてもいいと思うんです。え、

課長のほうから総務課と協議というようなことがありましたが、当然役場の中でも調整

が必要ですけれども、そういった年齢を引き上のていくというような考え方はございま

せんか。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。確かに民間の社会福

祉法人であるとかそういったところでは、まだまだ６５歳までぐらいの方が現役でばり

ばりとやられているのは現状です。それで、この件についてはえ後総務課と、こういう

専門的な職種については何とかそういうようなことでできないか、事務職ではなくて専

門職ですね、国家資１なり任用資１を持った仕事についてはそのようにできないか、相

談をかけてみたいと思ってます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。先ほどの地域包括のケアマネ

ジャーの関係でお尋ねをしたいと思うんです。え回、１２月に１名やめられた形の中で

賃金をえ額されてるんじこないかなと思ってるんですが、その考え方でいいかどうか、

まずその１点をお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。
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○健康福祉課長（大中 昌幸君） １２月にやめられまして、１、２、３月とあるんです

けども、まだ３月にも応募があって３月から勤務をしていただけるという可能性をええ

んで、二月分のえ額補正をしております。一月分は２しております。以上です。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） 三谷です。確認したかったのは、一月分の賃金が２って

るという姿勢の部分の中ですね、やはりえまで担当されてたケアマネジャーがやめられ

ますと、え現状は町外のそれぞれ地域包括なりケアマネさんに、このやめられたマネジ

ャーさんが、給付管理いうんですか、給付管理されてた方を委託されてるというのがえ

の状況やと思うんですが、やはり距離がありますとね、どうしてもサービスの低下につ

ながりますので、いろんな、早速新しいケアマネジャーさんがえつからなかったという

状況はよくわかるんですけど、そういう意味についてのやっぱり努力はね、先ほど山下

議員が言われたような中でのも含めて早急に対応してもらいたいと思います。もう既に

３月に入りましたので、２していた一月分のケアマネジャーの分の賃金が有効に活用で

きる状況になってるかどうか、その辺はわからないんですが、そういう分も含めて、や

っぱりそれぞれ必要とする方のサービスを低下させないような形の中で、人員採用につ

いても努力をしてもらいたいなと思うんですが、えの３月に入ってからの現状はどうか

ないう、それ１点お尋ねしておきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。その件につきまして

は、２月の民生福祉常任委員会のほうの中でも三谷議員のほうから質疑なりお話があり

まして、その後すぐに事務所に帰りまして、この人はこうやから、例えば少し遠いとこ

ろのケアマネにお願いした、ちょうど通り道であったり親戚関係であったりした方がち

ょっと遠いとこのケアマネを受け持つようなお話もしました。

それで、え後なんですけども、もう３月中にケアマネがえつかる可能性は薄いんです

けれども、ケアマネジャーが遠隔地であるからといってよくないケアマネということで

はなくて、ケアマネの連絡会、月２回開催しておりますけども、資質向上に向けた研修

をするなどして対応してまいりたいと思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかに。

松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ８番、松山です。先ほどの三谷議員の質問に答えられた

大中課長の回答なんですけれども、住民の方が不安に思っておられるのは、質がどうこ

うということではなくて、距離感ということにも不安を持っておられるということです

ので、すぐに対応していただける、相談に乗っていただける距離感というとこら辺が、

そういうところなので、やはり町内で介護支援専門員を早急に雇用していただける方向

に努力していただきたいということなんです。

先ほど山下議員からは、６５歳に年齢を引き上のたらどうかという提案がありました。
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それともう一つ、本当にこれからも必要な専門職ですので、若い人を育成するという意

味からして、正規雇用ということでの募集をかけられるというのも一つの方法ではない

かなと思います。こういった専門職については、やはり正規で長く勤めたいという方が

いらっしこる、多いから、嘱託ということと、それから年齢制限ということでやはり応

募がないということだと思いますので、そこらのところも検討をお願いしたいと思いま

す。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中です。私どもも指をくわえて待って

るわけじこなくて、例えば廃止になる事業所とか、その他知り合いの方で資１を持って

おられる方について、何とか要支援のケアマネジャーをしていただけないでしょうかと

いうことで、一本釣りのような形でちょっとお願いもした件が２件ほどあるんですが、

やっぱり少しの間は介護職からちょっと離れたいとか、そういった事情がございまして

２件とも断られました。その後、採用の正規、嘱託につきましては、また総務課のほう

と相談させていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１６ 第３０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第３０号議案、平成２９年度神河町土地開発事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１７ 第３１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第３１号議案、平成２９年度神河町産業廃棄物処

理事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。提案の説明で、 ０００トンの予定が

２務トンという形で３倍からになったんですが、あそこの、いわゆるあと何年ぐらい、
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こういう状況で推移すると処分が可能なのか、その辺どうなんでしょうかね。

○議長（安部 重助君） 田中防災特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。山

下議員の質問にお答えさせていただきます。

平成２９年度補正で提案させていただいております２務トンのええみを、過去２８年

度、２６年度、２７年度、この近辺、五、六年の平均でならしていきますと、え後、平

成３６年度の中旬ぐらいまでのええみになります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかに。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ちょっと聞き決りにくかったんですけども。３番、山下

です。ちょっと前のときに、たしか五、六年言われたと思うよね、２年ほど前か。そう

すると半分ぐらいのスピードで進んでいくと、いや、このまま推移するとしたらね、２

務トンという数字が出てくるとしたら。そういうような状況ですか、そこまでいってへ

んのですかね。ちょっともう一遍確認ですけども、お願いします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課、田中防災特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。お

答えいたします。

過去、これまで平成４０年過ぎまでええみと説明させていただいておりました。その

件につきましては、平成２８年度から始まりました民間施設での公共２土の受け入れの

効果を年間 ０００トン余りとええんでおりましたが、平成２８年度、え現な２９年度

の実のでええみますと、２土の発生に対しての申しえみ状況が１５のぐらいと、この

０００トンに対しての効果に対してええみが過大であったようなえ要因になっておりま

す。また、２９年度におきましては大規でな２土の発生が３件ございました。そのよう

なことから、平成４０年度のええみに対して、え申しましたように平成３６年度とええ

みが早くなっております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。先ほどおっしこられた大規でな２土が

発生したいうことで ０００トンから２務トンにふえたわけなんですけれども、その主

な要因というのを少し細かく教えていただけますか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課、田中防災特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） お答えいたします。住民生活課、田

中でございます。まず１つ目は、姫路土木福崎事業所が発注されました砂防堰堤務事で

ございまして、ご小田地内で砂防務事がございまして ０００トンございます。それか

ら、２つ目は町の建設課発注事業でございまして、福本地内の町道神崎・市川線の道路

改良務事でございまして、これが改 ９００トンございます。それから、３点目が病院
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の発注務事でございまして、神崎総合病院の北館の改築事業でございまして、この３月

中旬から入る予定でございますが、この件が改 ５００トンございます。以上で改１務

５００トン余りふえてございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１８ 第３２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第３２号議案、平成２９年度神河町水道事業会計

補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１９ 第３３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第３３号議案、平成２９年度神河町下水道事業会

計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第２０ 第３４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第３４号議案、平成２９年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１４日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時２５分といたします。
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午前１０時０３分休憩

午前１０時２５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

・ ・

日程第２１ 第３５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第３５号議案、平成３０年度神河町一般会計予算

を議題とします。

質疑に入る前に、若干申し添えておきます。

一般会計につきましては、配付しておりますとおり、議長から指定します質疑の範囲

において、質疑回数を、同一議員質疑３回の原則を適用してまいります。以上、議員各

位には１段の御協力をお願いします。

それでは、本議案に対する質疑に入ります。

まず、歳入について、事項別明細書、１款町税から１１款交通安全対策特別交付金、

１５ページまでをお願いいたします。質疑のある方、どうぞ。質疑ございませんか。質

疑を終結してもよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） それでは、次に行かせていただきます。

次に、１２款分担金及び負担金から２１款町債、３１ページまでをお願いいたします。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。まず、２４ページの教育費の

県の委託金の５務でございますが、小学校の英語教育の支援の充実ということで、地域

人人を活用し人業支援を行うということでございます。人人人金として ０００務の１

０回というような形になっとるかと思うんですが、その分の人人確保というか、地域人

人という意味での人人確保のめどは一応立っておるんでしょうか。人人というのもなか

なか難しいかと思うんですけども、その点をお伺いしたいのがまず１点。

それから、２６ページの福祉基金の繰入金が廃目となりました。これは、子どもを健

やかに生み育てる支援金、旧大河内町時代の特例適用というか、その適用者がなくなっ

た、いなくなったということによる福祉基金繰入金廃目だと思うんですが、その点の確

認をさせていただきたいと思います。

それと、あと１点、２９ページの中ごろにあるコミュニ務ィの助成事業助成金ですけ

ども、これはどこからの助成金になるんでしょうか。助成金として諸え入、雑入に入っ

ておるんですが、どこからこの助成金が出ておるのか。その中身として本てのほうに

５００、それから赤田のほうに ５００でしたか５５（「２５０」と呼ぶ者あり）２５

０と ５００の合計の ７５０だったと思うんですが、これと合わせて、これはまた別 

のとこにまたがりますけども、コミュニ務ィの助成事業ということで一般会計のこれの
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予算説明資料の中でも出てますように、本てのコミュニ務ィの活動備品購入費として２

５０務、それから赤田区の集会所の新築務事として ５００務、それとは別に、集落集

会施設の整備事業ということで赤田区の集会所の整備事業が３９８務 ０００務、それ

と本ての２００務ということになりますから、合計として、赤田のほうの補助金につい

ては ５００を加えて ８９８務 ０００務、それから本ての２００務と２５０務です  

か、加えて４５０務が補助金と考えてよろしいんでしょうか、その点についてお伺いし

ます。

○議長（安部 重助君） まず１点目、松田教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課、松田です。ただいまの御質問にお答えします。

地域人人につきましてはえ年度から活用しておりまして、現な、学校ＯＢの英語の先

生を活用しております。え後、小学校におきまして英語教育が入ってくる段階では、そ

こらあたりがさらにふえてくると思う中で、それ以外にも地域にいらっしこる人人につ

いては情報等もいただいておりますので、え後対応していきたいというふうに考えてお

ります。以上です。

○議長（安部 重助君） ２点目、総務課、児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。地域福祉基

金の本年度の廃目につきましては、日順議員おっしこるとおり、旧大河内の負担分がな

くなったということでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ３点目、藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

コミュニ務ィ助成事業につきましては宝くじを財源としますもので、一般財団法人自治

総合センターのほうからの事業として入ってくるものでございます。

あと、それぞれ本て区についてはイベント備品等々の購入、それから赤田については

集会所の建設計画がございますので、そこに充てていくという１１でございます。

それと、２００務の分は修二さんのほうから。

○議長（安部 重助君） 総務課、児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。集落集会所

補助金の関係も含めて、赤田区への補助金につきましては、コミュニ務ィ助成の ５０

０務務と集落集会所整備補助金のうち３９８務 ０００務の合わせたものでございます。

これにつきましては、赤田の集落集会所コミュニ務ィ施設の事業費が ７００務務余り

ということの中で、補助要綱の中で７割を町が負担するということの中で、財源をコミ

ュニ務ィ助成 ５００務務と町負担３９８務 ０００務ということで支出をするもので 

ございます。あわせて本ての部分につきましては、集会所に係る部分が２００務務、そ

してコミュニ務ィ助成ということでイベント備品に係るものが２５０務ということでご

ざいます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。
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小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。１９ページの上から２つ目の衛生費

国庫補助金、下水道事業費補助金として、説明の中で５０人槽の合併浄化槽の設置と言

われたんですけども、具体的にどこに設置されるものなのか教えてほしい思います。

○議長（安部 重助君） 中島上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課、中島でございます。５０人槽については、

務山の、昔別荘だった施設があるんですけども、それを学校の先生方のＯＢの方が買い

決られて、そこをえ後子供らのために、子供らが過ごせるような施設にするということ

で、そこの浄化槽の設置をするということで５０人槽を計上しておるというところでご

ざいます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） すいません、２番、藤原でございます。１９ページの一

番上になりましょうか、過疎地域等自立活性化推進交付金ということで、定住促進、空

き家の活用という意味で、整備する空き家が３件以上が採択基準であるという、この予

算説明資料の中にあるんですけども、２００務掛ける３件ということで６００務になっ

ておるかと思うんですが、そこの説明のある基幹的な集落に点なする空き家を有効活用

し住宅整備すると書いてございますけども、基幹的な集落というのは具体的にどういう

ところを指しているのかなというのが１点と、それから、３戸以上あることが採択基準

になってるんでとりあえず３戸にしたのかなと思うんですが、この３戸の根拠、目途に

ついてお伺いします。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

まず、基幹的集落の考え方ですけれども、具体的に申し上のますと、例えば公共的な施

設ということで、駅があるとか役場あるいは支所がある、そういった公共的なものがあ

るという部分と、あわせまして、例えばマーケットのような小売店がある、それから、

申しわけございません、公共施設の中に学校等も含まれます。そういったものがあるの

と、生活の必需品が購入できるような小売店、あるいはガソリンスタンドといったよう

なものがあることがベースとなっております。

それから、３戸の部分につきましては、議員の御質問にもございましたように採択基

準が最低３戸という形でございますので、試験的な導入、初めての導入でもございます

ので、そこをクリアをさせていくという考え方でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。２点お尋ねをしたいと思いま

す。
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まず１点目は、先ほど藤原日順議員のほうからの質問がありました過疎地域等自立活

性化推進交付金ですね、これは全く新しい事業でございまして、従来のそれぞれの空き

家を個人が２用してするというのじこなくして、町があらかじめ整備をして、これを町

営住宅がわりに２用しようというような新しい事業でございますので、これは町があら

かじめ改修するような形になってくると思うんですが、その分の中で、実額ここに、こ

ういう形で改修したもんに対して募集をしていくようなことを考えておられるのか、も

しくは、あらかじめこういうこちらのほうに移住等をしてこられたい方がある中で、内

容をこのように改造していきたいなというような分の中で、改修というんですか、その

やり方をどのように考えておられるかいうのが１点目です。

それから２点目は、予算書の２２ページです。説明資料でいいますと２７ページです。

商務費補助金でえ年度は５０７務 ０００務の計上でございまして、前年度からそ商ま

すと ０５２務 ０００務のえ額となってます。これは恐らくリラクすアの建設当時の 

辺地債の償還が終わってこのような大きくえ額になって、あと２っているのが後年度に

しました水源地等の改修の辺地債の償還金に対する補助金、また、リラクすアのカーボ

ンマネジメントに係りますところの過疎債の２２というように私は理解しとんですが、

２７ページに書いてあります説明資料にあります分での内訳ですね、どのような起債に

対してこれだけの補助金があった、それから過疎債の２２にあってはこのような補助金

があるというその内訳と、それから最終年度的なことを教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

この住宅改修のあり方についてでございますが、基本は、町のほうが物件を選定をした

上で、最低限、水回りの部分を中心に町があらかじめ改修を行うという考え方で進めて

いきたく思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。２２ページ

の商務費補助金の件でございます。平成１４年建設の一番大きな部分のリラクすアの部

分が平成２９年で完済したことによります大幅なえでございます。え、予算上に上のて

おりますのは、平成２０年度おり入れの浄水施設の務事分、お入金額が ２９０務務、

そして償還終了が平成３０年度、それに対する償還額が１６９務 ０００務で、県の補

助金が３４務務でございます。

続いて、平成２１年度、引き続きやりました浄水施設の務事が、おり入れが１億 ４

４０務務、償還終了年度が平成３１年度、償還額が ６１５務 ０００務、それに対す 

る県の補助金が３２３務務でございます。

続きまして、平成２４年度に空調施設の各部続の整備といたしまして ８５０務務の

おり入れ、それの償還終了が平成３４年度でございます。償還額が７０５務 ０００務、

それに対する県の補助金が１５０務務、合わせまして５０７務務でございます。
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そして、このたび平成２９年度で、カーボンマネジメント事業ではないですけども、

リラクすアの分で空調の設備をやりまして、過疎債を発行をいたしております。それの

交付税算入２も県にお願いをしているというところの中で、そのお入予定額が ０３０

務務、償還終了予定が平成４１年、償還ええみの２子が１務 ０００務、県の補助金が

０００務ということで、合わせて５０７務 ０００務を計上をいたしているところで 

ございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。２５ページになるんですけども、土地

開発事業特別会計の繰り入れが出ております。特別会計では３区画やけども、５７０務

いうことになりますと１区画分もならへんけども、精算すると、いわゆる一般会計から

出したお金が、特別から円すんが、もう五百何十務円したらゼロになりますよと、そう

いうような受けとめ方したんですけども、この事業でずっと決り組んできた中で、町の

土地開発、県ですね、県町土地開発事業からおり入れして相当たくさん円しておったん

ですね。その時点で、こういう事業にそういう言い方は正しくないかもわかりませんが、

大分ぎょうさん一般財源持ち出すなあと、そういうやりとりをしたんです、委員会ぐら

いだったと思うんですね。それで、当時の課長が、いや、精算、全部売れてしまうと、

それはゼロになるんやというような私、説明を受けたような記憶があるんですね。それ

で、もし、どこでお金を置いとるのと一緒なんで構へんのですよ。ただ、物事の捉え方

として、やはりそういう形でたくさん投資したけども、ちこんと売れたらそれがペイで

きたんやという形をはっきり位置づけするためには、その辺はきちっとしておく必要が

あるんやないかなと、それで質問しよるんですけどね。当然相当の人口対策で大きなメ

リットがあるんですから、それはそれでいいんですけれども。その辺がちょっと当初説

明とえ回の説明は違うとるんでね。もし前が違うとるんやったら違うとったと言うても

ろたらええと思うんですけど、その辺どうですか。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。この土地開

発事業の部分につきましては、神崎の務業団地を含めて、いろんなところで土地開発の

事業をされておりました。合併以後、その部分の町土地開発の公社のほうからおり入れ

した用地を決得をするのに、その部分で財源がなかったというところの中で、え回第３

期分譲に係りますところの用地の買い決りの部分、そして造成の部分につきまして一般

会計から繰り出しをしながら事業を執行していくという中で、合併以後はそういうよう

な手法の中で事業が進むようにということでやってきたところでございます。

その完済がようやくここ平成３０年度でええみが立ったということではございますが、

過去のそれぞれの支払い等につきましては、何が財源で、どう支出をされてきたのかは

定かではございませんが、土地の売り上のによって全てが賄われたということの辺は私
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ども少しわかりませんけれども、第３期分譲に関しては、これで完済というところでご

ざいまして、え後その辺含めて、また決算に向けてその辺も調査をしながら、またお示

しできるものであればお示しをしていきたい、最終的なところで資料としてまた出して

いきたいと、このように思います。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。私の聞き間違いかもしれないので、教

えていただきたいんですけども、先ほど藤原日順議員が質問された過疎地域等自立活性

化推進交付金、１９ページの一番上ですね。提案説明のときに、私、多分すンろルマザ

ーの空き家改修のための交付金やとお聞きしたと思うんですけども、もしこれが聞き間

違いでなかったとしたら、同じ性質の兵庫県の、２０ページ、次のページの一番下のひ

ょうご地方創生交付金の中にも、たしかこのすンろルマザーの空き家改修に使われる部

分があったと。だから、同じものが２つ出てきたと思うんです。それに対する歳出、私

がよう探さんだけなんかもしれないんですけど、１個だけしかようえつけられないんで、

お互いの交付金がどこの歳出に対応してるのかをちょっと教えていただけますか。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） まず、過疎地域等自立活性化推進交付金に

つきましては、先ほどからありましたように一般的な住宅提供という部分で、すンろル

マザーの部分とは関係ないというのが１点でございます。すンろルマザーの分につきま

しては、議員のお話の中にございましたように、ひょうご地域創生交付金の ５００務

の中の一部に含まれております。事業といたしましては５５。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。少し説明資

料をえていただきたいと思うんです。まず、３５ページをお願いいたします。３５ペー

ジの上から３つ目、新と書いてあります。ひょうご地域創生推進交付金、すンろルマザ

ー支援金、その部分に先ほど言われましたすンろルマザーのひょうご地域創生推進交付

金がそこに充当をされてくるということでございます。

続いて、ページで言いますと８２ページをお願いいたします。８２ページの一番上、

定住促進空き家活用事業、その中に過疎地域等自立活性化交付金ということで６００務

務がそこに充当をされてくるということでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。済みません。それで、そのひょうご地

域創生推進交付金について少し教えていただきたいんですけれども、説明資料でえます

と２０ページですか、２０ページにその採択の基準等々が書いてあるわけですけれども、

この中に木造インターンすップ事業が入ってるんですけども、これは恐らく、これも私
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の記憶違いでしたら申しわけないんですけども、前年まではその木造インターンすップ

事業の補助金が出てたと思うんです。え回こういうひょうご地域創生交付金になった経

緯といいますか、どういうんですかね、木造インターンすップに対するやつが廃止され

て、仕方なしにひょうご地方創生交付金の中で割り当てたのか、いやいや、県のほうか

らも木造インターンすップ事業はこの中でやってくださいという何かそういうお話があ

ったのか、そういうところがあれば教えていただけますか。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

実はこの木造インターンすップの原資にしておりました事業そのものが県の中でえ直し

がこのたびされます。その事業項目がこのひょうご地域創生交付金の中に逆に組みえま

れていったといったようなイメージでお考えをいただければ御理解しやすいかと思いま

す。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。もう一点お尋ねをしたいと思

います。

予算書で言いますと、２１ページの一番上です。説明資料では１６ページの下から２

段目ですが、段源立地地域対策交付金事業の補助金ですね。これ ９４０務務の予算計

上ということなんですが、これも私の理解が間違っとったらお許しをいただきたいんで

すが。私のこの段源立地の交付金については１００の補助というのか、充当ができるも

んやと思ってますが、え回のこの道路補修が２路線とん両購入４んの事業費が ５００

務務ほどですか。ですので、充当率からいきますと７５のほどになってるんですが、何

かその辺の考え方というんですか、もしくは制度の変更等があったのか、その辺をお尋

ねをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。その件につ

きましては、確かに１００の充当でございまして、その１００の充当そのまま ９４０

務務を事業費に置きますと、入札等をいたしました場合に入札えになってきます。その

部分については、そこで交付金が打ち切りということで、と額は認めてもらえないとい

うところの中で、入札えをええんだ中でのちょっと膨らませた歳出の事業費予算という

ことで置かせていただいているところでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、次に行かせていただきます。

これより歳出に入ります。１款議会費、３３ページまでをお願いいたします。質疑ご

ざいませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。

次に行かせていただきます。２款総務費、５１ページまでをお願いいたします。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。予算書のほうでは３５ページ、

説明資料のほうでは３１ページになります。その中の１３目の委託料の中で、その真ん

中辺くらいにすス務ろ導入委託料ということで ２１８務 ０００務が計上されており 

ます。説明資料によると、これは税の滞納管理すス務ろの導入であるということで説明

がございます。公正、公平性を保つために税滞納管理すス務ろを導入すると。非常に大

事なことだろうと。むしろえまでなかったのが不思議なくらいだと思うんですけども。

税滞納の管理すス務ろがどこまでの範囲をカバーしてるのかということなんですけど

も、強制徴え公債権、いわゆる一般的に税と言われるものと、それから下水道料金、こ

れは強制徴え公債権ですので、これは当然管理すス務ろのカバー範囲になってこようか

と思います。あと問題になってくるのは私債権等と言われる非強制徴え公債権、いわば

幼稚園の保育料であるとか学校の人業料、これが非強制徴え公債権になってこようかと

思います。あと私債権で言えば給食費、水道料金、それから病院の診察料、公営住宅の

家賃というのが私債権になってこようかと思うんですけども、非強制の徴えの公債権及

び私債権を含むのかどうか。税、それとも強制徴えの税、いわゆる税と言われる公債権

だけの管理なのか。できることなら、全部関連してきますので、強制徴え公債権を滞納

されてる方というのは、当然私債権等もその滞納が及んでこようかと思いますので、一

括して管理したほうが効率的だろうというように思うんですけども、えのところ、です

から、え回導入する税滞納管理すス務ろについてはどこまでの滞納範囲、税目をカバー

してるのか、その辺をお知らせいただきたいと思います。お願いします。

○議長（安部 重助君） 和田税務課長。

○税務課長（和田 正治君） 税務課、和田でございます。え回のこのすス務ろにつきま

しては、いわゆる町税部分と、それから国民健康保険税部分、いわゆる税という部分で

のすス務ろ管理を行うことといたしております。従来からのすス務ろにつきまして、あ

る一定の一般的なすス務ろの内容はついておるわけでございますけれども、委員会等で

もお話もさせていただいております、いわゆる滞納処分を行うに当たりまして、中身的

には非常に専門的な分野になってございます。額し押さえ等も含めまして、そういった

管理を専門的な形でしっかり管理ができるようにということで以前から考えてきたとこ

ろではございます。

その中で、ごらんいただきましたように、非常にすス務ろ料金が高額であるというと

ころもございまして、少し二の足を踏むようなところもあったわけですけれども、昨え

の滞納状況をえますと非常に件数も多うございますし、その中には個別対応をさせてい

ただいておるところもございます。そういった個別対応に当たりましては手作業といい
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ますか、エクセル管理をするであるとか、そういった対応での対応をしてきたところで

ございます。非常にたくさんの件数を抱える中で、それらの管理がえのすス務ろでは非

常に難しいというところが出てまいったわけでございまして、そこらを全て網羅してる

というような、デモ的なところも業者のほうからはえせていただいておるんですけれど

も、非常に管理がしやすいというところで、またスピード感があると。即額し押さえ、

あるいは滞納処分の執行をとめるであるとか、そういったところの作業的な部分も含め

て非常にスピーディーに行えるという２点がございますので、え回こういったすス務ろ

を導入させていただいたと。

先ほど日順議員申されましたように、私債権等も含めて管理したらどうかというお話

なんですけれども、先ほども申し上のましたように、すス務ろ自体が非常に高額である

というようなところもあるんですけれども、え後滞納整理委員会の中でも、こういった

私債権についても先般、病院にありましては支払い督促の申し立てを行ったりであると

か、そういったところのえまでにない決り組みも行っている中で、え後滞納整理委員会

の中でも話し合う中で、私債権のほうにも広のていくことができるんであれば、そうい

ったこともえ後決り組みとして決り入れていってはどうかなというふうには考えておる

ところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。えの税務課長の説明で一応納

得はできたんですけども。そこで、滞納整理委員会のほうを統括しておられる副町長の

ほうに滞納に対する姿勢というか、その辺のところをこのすス務ろとの絡みでまたお話

をいただければと思うんですが。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。すス務ろ等の関連というところなんです

が、え、和田課長のほうからお話しさせていただいたとおり、時期といいますか、タイ

ミンろを逃さずに法的に進めていくということから、管理をしっかりとやっていくとい

うふうなことが私債権においても、このすス務ろの中でうまく活用できるようなつくり

えみであれば少し広のていくようなことを考えていきたいと思ってます。現時点におい

ては、公債権に当たる町税、国保税といったところなんですが、まずはここの様子をえ

て、できるだけ可能な限り決り組んでいくという方向で検討したいと思ってます。以上

です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。えの質問に関連してなんですけども、

要はファイルでえ手書きの部分をファイリンろで管理されてる分をこのすス務ろの中で

管理していくという形でよろしいんですね。

○議長（安部 重助君） 和田税務課長。
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○税務課長（和田 正治君） 税務課、和田でございます。え、ん帳等でファイルで管理

しておる部分につきましては、ある一定経過状況であるとか滞納者の状況があるわけで

すけれども、以前は全てファイルで管理をいたしておりました。そういった経過状況に

つきましては、現なのすス務ろの中でも管理をさせていただいておるところでございま

す。それをえ度のすス務ろのほうにはまた移管をさせていただくわけなんですけれども、

さらに先ほど申し上のました滞納整理、滞納処分という部分でのしっかりした管理をさ

らに進めるという意味で、え回のすス務ろ導入といたしております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。３９ページの１３節の長谷駅２用促

進計画実践業務委託料１００務務が上がってるんですが、これの使い道を教えてほしい

んですけど。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

この部分につきましては、２９年度で２用促進の計画ということで地域の皆様に主体的

に計画づくりをしていただいております。最終的なものは、現な最終の決りまとめとい

うところに来ておりますけれども、その中で全体計画が上がってきております。それを

え度いかに具体的に実践につなのていくとかといったようなところの計画をつくってい

く部分と、何かしら実額に例えば花のプランターをつくりましょうとかいったようなと

ころも含めて、実践できる部分を対応していくための経費という形で計上させていただ

いております。以上です。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） それは結構なことなんですけども、２用者数をふやすた

めに乗る人をふやすという決り組みが主体なのか、それともおりてくる人を目当てに何

か動きをされようとしてるのかというところがもしわかれば教えてほしいと思うんです。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

やはり乗降者数をふやすというのが、２用者数をふやすというのが、乗る人、おりる人

双方がカウントをされるということになると思いますけれども、現状委員会の中で議論

をしていただいておる経過をえますと、なかなか地域の方々がより２用を促進していく

というのは一定ハードルがあるかなといったようなお声もある中で、できれば外への情

報発信をしながら来場者をふやす、降んをしていただく方をふやすようなイメージでの

計画を議論をしていただいているというのが現状でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。企業誘致の関係、説明資料のほうがわ
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かりやすいんで、説明資料のほうでまとめてもらっておりますので、その辺でお尋ねし

たいと思うんですが。このところで５５。

○議長（安部 重助君） 山下議員、ページは何ページですか、説明資料。

○議員（３番 山下 皓司君） 説明資料で３５ページで、こちらでは４１ページですね、

予算書では。予算書より、こちらの説明資料のほうがわかりやすいんで、それに基づい

てちょっと質問をします。

このことについては、いろいろと聞かせていただいておるわけですが、やはり私もそ

の説明なりを受けた段階で何点かお願いをしまして、それなりのまた説明も受けとるん

ですけども。私がそういう中で、言っておりました中でちょっとわかりにくいなと思い

ますのが、やはり過疎債を充てられます。当然のことですが、３０年度から３１年度へ

続いていくわけです。そういう継続事業になってくると思うんやけども。少のうてもこ

れがここへ会社の名前ぐらい入れてもらったほうがよかったんかなというふうに思いま

す。ぜひということやないですけどね、やはりそんな大きな事業ですので。

それから、会社の経営状況のことも尋ねました。これは金融機関が関与するので、そ

の辺は大丈夫でしょうというような説明も受けました。私が言っておりましたのは、ど

んな根拠でやるんかなということですが、やはりそれは一つの政策としてやられるとい

うことになれば、これはそれぞれが考えたらいいことかなと思うんですが。欲しいんは、

やっぱり３億ですね、２年間で３億ですね。そういう中でやる過疎債償還、１２年ぐら

いになるんですか、それの３割相当分は企業が持ってやろうというようなことですね。

ですから、少のうてもスキー場もいろいろ議論があってしたわけですけれども、スキー

場の場合は、いわゆる指定管理者のほうからえ支計画書というのが出ておりましたね、

１０年間だったと思うんですけども。そういうふうなものを添付してもらわんと、なか

なかこれ、いや、何遍も何遍も説明しとうさかいわかっとるやろういうことかもわかり

ませんが、やはりこれだけ大きな仕事、しかもこれは町としては本当に新たな決り組み

ですのでね。この辺はやっぱり住民の皆さんに安心してもらえるような、そういうよう

なものがこの事業には必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。

○議長（安部 重助君） 石堂地域振興課長。

○地域振興課長兼ひと・まち・みらい課参事（石堂 浩一君） 石堂でございます。企業

誘致につきましては、え、山下議員がおっしこるとおり、非常に信用性というんですか、

不安定なところもございます。その中で、特にえ３億という過疎債をもって、そしてそ

の３０の分を負担していただくということで計画をしているところでございますが、そ

の中で本当にどうなんだろうというような不安も出てくるのは重々わかっております。

その中で、金融機関、特に神河町の金融機関の方々とも会議には一緒に入りながら、こ

の計画について十分議論をしているところでございます。

そして、その中でえ支計画、スキー場も確かに出しておりました。その中で、この企

業誘致にかかわりますえ支計画もえ、１０年までではなかったと思いますけども、それ
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に近い、この前の全協のときにもお示ししたとおりに６年でえ支計画のほうは出してい

ますが、いろんな意味で長期にわたってのえ支計画も必要かと思いますので、その点に

つきましては、企業のほうに提出していただくようにまた申し述商ていきたいとは思い

ますし、町の方もこのえ支計画について、金融機関とどうなのかということも検討はし

ていきますし、金融機関の皆さんというんですか、え２つの金融機関の方々とこの計画

についての協議も行っております。その中で、この企業についての、会社の内容につき

ましても十分知っておられますし、そして企業としての安定感というんですか、その点

のほうもよく私らのほうにはお知らせいただいております。その中で、安心して企業誘

致ができるように我々も考えていきたいと考えております。以上です。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） 山下です。そういう資料をもらってるということであれ

ば、私が言い間違っておったかもわかりませんけどね。やはりこれ説明資料というより

も、大きな町としては未知数の中へ入っていくわけですから、そういうようなものがこ

の予算の中できちっと位置づけされとったらよかったなというような思いも含めて言い

ましたので、私が失念しとるところがあったら、これはまたしっかりとえせていただき

たいと思います。

それと、やっぱりもう一つは、町がこれだけ踏みえんでいくというのは、人を雇用す

る。いろいろなことも聞いておりますね。やっぱりそこにまだ予算ですので、成果はそ

う簡単に書くことやないと思うんやけどね。やはりこういう事業をするときは、そうい

うような形をきちっと押さえていって整理して、いわゆる町民と言うたらおかしいけど

も、議会で議決していく上で、町民の皆さんに少しでもわかりやすいというような手法

をとる商き私は事業だと思うんです。ちょっと指名して悪いですけど、副町長、どうで

しょうか。そこまで行っとらへん事業やからというようなことになれば、これはまた論

外かもわかりませんけどね。私は、ここへ予算を計上する以上は、そこまでのもんがセ

ットである商きだと思うんですけど、どうでしょうかね。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。おっしこっていただいてる部分というのは本当に

感人したいと思ってます。住民の方に、これだけのお金を動かすわけですから、成果が

あるものであるということを十分にわかっていただくというふうな決り組みにさせてい

ただきたいと思ってます。その前段として、さきの全協等でお示しをさせていただいて

るわけなんですけれども、同一の資料になりますか、もう少し精度を上のたものをこれ

から先に、まだそこまでの精度が上がっていないというところで、添付資料という形に

はなっておりませんけれども、もう少し時間をいただいて、もう少し精度の上がった数

字であるとか効果をこの機会ではないんですけども、住民の代表である議員の皆様には

お示しをしていくというふうには思ってます。以上です。

○議長（安部 重助君） 山下議員。
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○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。事前と言うたらおかしいけど、委員会

等でいろいろと資料をもろておきながら、それをえたらわかるんやということ、そうい

う部分もあるかとは思うんですよ。それはそれで何遍でも同じようなことを言いよるみ

たいなことになるかもわからへんけど、私が言いよるのは、そうやなしに、これだけ大

きな事業を、しかも新たな決り組みですので、しっかりとしたものを持って、それで不

足分は不足分でやむを得んと思うんですわ。それこそ時間をかけてやらんとあかんもの

がありますのでね。しかし、これ審議させてもらう中で、あそこでやっとるということ

はもうようわかるんやけども、せめてもうちょっとセッ務ィンろをうまくして、してほ

しかったということなんです。

それで、これ予算特別委員会に審査を付託される予定になっておりますので、できれ

ばもう少し、私、きょう言いよんやないんや、前にも似たようなことを言うております

ので、何か形をつくっていただきたいと思うんですが、副町長、どうでしょうか。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。担当部局と、それから私も当然会議にずっと入っ

ております。直近も金融機関と企業と来て打ち合わせもしております。どこまでできる

か、ちょっとここで明言は避けさせていただきたいと思いますが、可能な範囲で検討さ

せていただいて、何らかのものをと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。先ほどの山下議員さんの質問

の続きでお尋ねしたいというんですか、私もちょっと考え方を整理しておきたいなとい

う部分がありますので、お尋ねをしたいと思います。

この事業は、一つは町としては企業誘致という部分と、それから一昨年からしてます

アろリイノベーすョンの関係の中で、このような企業誘致をされようとしておられます

ので、あくまでこれもお尋ねした、町が建てた務場については普通財産ということです

ので、どなたに貸しても構わないというのが大前提だと思うんですね。ところが、実額

この建物をおりる業者につきましては、地域経済循環創造事業ですか、この３分の２の

交付金をもらえて、ここに進出することができるということがありますので、事前にこ

ういう補助金の交付金の対象になるかならんかという部分での協議をもうされてますの

で、単なる企業誘致をして、町が貸し務場をつくりましたよ、後将来的にどなたか企業

さんが入る方がありませんかという募集の仕方なのかなとは当初は思ってたんですが。

ところが、え回の所信表明の中でも、既に農業政策の中にまるしいたけの話が出てま

したのでね。できたらこのまるしいたけの務場が来るという形の前提の中で、こういう

企業誘致を進めていきますという考え方になってるような気がしますので、その辺の私

が当初理解してましたように、町は不特定多数の方に貸し付けするための貸し倉庫を建

てるというところから始まってきたという分の思いと若干この定例会に入りまして考え

－１９３－



方が変わってきましたので、そしたらこの交付金の活用も含めた分の中で、この事業全

体の決り組みはどうなったのかなということをお尋ねしたいと思います。そのスタンス

によって、先ほど出てましたように、ここに入ろうとしている企業の営業・経営履歴と

か、その辺についてもやっぱり精査をしていく必要がありますので、そういうのができ

る形なのかどうかという分も含めて教えていただきたいと思うんです。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。三谷議員さんの御質問のとおりでありまして、原

則的な物の考え方は、どこの企業ということではなくて、企業にお貸しする務場であっ

たり倉庫等を過疎債を使って整備をすると。どこということではなく、整備をすると、

企業誘致に活用していくんだということが前提で過疎債が適用になるということであり

ます。現実問題として、当てもなくつくるかというと、そうにはならないので、大体の

目測といいますか、大体めどが立ったという状況をもって着手をしていくということで

あります。

えの現状で言いますと、めどをつけて着手をしていくというためのめどというのがま

るしいたけということでありまして、つくるもの、整備をするものはまるしいたけにか

かわらず使っていただけるようなものを準備をするというふうなことで、専用部分に当

たる部分については、当然進出してくる企業が自費でやるというふうなことであります。

その自費でやる部分に対して、金融機関が融資をしたり、しなかったりということを判

断をしていくということであります。町のリスク管理というところで、金融機関が大丈

夫であろうと、融資をしましょうというふうなところをええむというふうなところを一

つのリスク管理、専門家による第三者の目を入れた上で町としては実施していきたいと

いうことで、おおむねそこまでの話が来てますので、町の方針であるとか、至るところ

でそういうお名前をもう既に出させていただいてるという状況であります。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） 藤原です。関連しての質問なんです。山下議員の答弁の

中で、３割相当を貸してたところからいただくというような話でしたので、以前にこう

いうふうな手法をとったのは三セク、町が５１の以上出資した分、例えばろリーンエコ

ーだとかフードもそういう形で対応してきました。え回はそういう形じこないんで、本

当に確かに確改できるのかという問題です。

それから、先ほど副町長の説明されたものなんですけれども、当初は特定した企業を

指定してませんよということでした。そしたら、どの程度まで活用できる施設なのかと

いうことは当然問題になってきます。要は務が一のことを考えますと、町がとった資産、

普通財産ですけども、後の２活用のしにくいものをあえて建てて、じこあ後どうするの

かということになりますので、どの程度まで拡大して構想の施設が２用できるのかとい

うところをちょっとお聞きしたいんですけども、いかがでしょうか。
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○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。三セクとの関連というところで言いますと、少し

え回は御質問のとおり意味合いが違っております。器に当たる部分を整備するのは、過

疎債ということを２用して町が１００のつくるということであります。償還に当たる分

というのを賃料としてもらうということであって、償還分をもらうというよりかは賃料

をもらうという形で町の負担をなくしていくという手法をとるということであります。

ですから、財産そのものは三セクのものではなくて、町固有の財産を決得するというこ

とになります。

もう一つは、当初は業者を指定しない器ですよというお話をさせていただいた。これ

は過疎債を使う額に指定されてます企業誘致、また貸し務場、貸し店舗をつくる用地を

決得するということが過疎債の条件でありまして、その折には、どこの会社のためにつ

くるということではありませんということが前提であります。ですから、そういうこと

を前提に始めさせていただいております。

先ほど御説明をさせていただいたとおり、え回３０年度について用地決得と造成だけ

ですけれども、次年度に器に当たる部分、建続の部分をするんですが、具体的なやつを

少しえていただいたとは思うんですが、中が空洞のような建物をつくるということで、

空洞ですので、出てくる企業がまるしいたけに限らず、中の間仕切りであるとか使い勝

手、汎用性は高いという建物であるということを目途に置いて整備をしていくというこ

とであります。特定の業者しか使えない建物ではないということで整備をさせていただ

く予定としてます。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。過日の全協の資料をえますと、ハウス

物、農業ハウスのものにちょっといわゆるすートを張ったような程度でした。そうなり

ますと、いわゆる汎用的に町が持って、何かあっても貸し出しできるような施設にはち

ょっとしにくいのかなと。当然建物の高さも幅も全てちょっと農業施設に特化したよう

な形なんで、当初の説明とはなじめない部分がありますので、そこはちょっと詳しくそ

こら辺も整理されて説明もいただきたいんです。きょうやなくても、特別委員会は多分

開かれるだろうと思いますので、そのときでも補完説明をお願いいたしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。補完的にということで、えのお話をもう少しさせ

ていただきますのと、山下議員さんからも御質問をいただいておりますので、あわせて、

どのような準備ができるかわかりませんけども、特別委員会のところで対応させていた

だきます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ８番、松山です。この資料の３９ページで交通対策費の
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務事請負費、これ長谷駅へのトイレの改修務事費ということで７６務持っておられるん

ですけれども、この７６務という金額がちょっとどの程度の改修か想像ができないんで、

大まかな務事内容を教えていただきたいんですけれども。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

このトイレの改修につきましては、基本的に一番奥が和式の便座になっておりますけれ

ども、それを洋式化するということになります。洋式化をするに伴って、非常にえスペ

ースが狭うございますので、扉を少し入り口側へずらして洋式が設置できるように広の

ていくことになりますので、小便器については１基が撤去という形で考えております。

それから、段灯等の調整もさせていただいて、例えば人感センサー等をつけることによ

って、人が入ったときにつくような状態のものをするということと塗装等を現な考えて

おるところでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。長谷駅のトイレについての関連なん

ですけども、人感センサーをつけて照明が自動になるということを言われたんですけど

も、トイレの便座のヒーターも人感センサーで加熱、また切れるというすス務ろを考え

られているのか、そこんところをお聞かせください。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

詳細のどういった機種をということは最終的に設計の中で決定はしてまいりますけれど

も、え、便座も省エネ型とかという形がございますので、そういった経費面も考慮をし

ながらということで設置をしたいと思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、次に行かせていただきます。

３款民生費、５９ページまでをお願いいたします。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。予算書のほうでは５６ページ、

説明資料のほうでは５２ページになります。医療助成事業なんですけども、その５６ペ

ージの２０節扶助費の中で乳幼児等医療費の扶助費ということでございますが、これは

山名町長が選挙での公改として医療費の無料化を高校生まで広のますよということに基

づいての措置だろうというように思います。それで、説明書のほうでえてみますと、乳

幼児等の医療費が受給者が ３２７人、２務 １４０件、高校生の医療が受給者が３６ 

３人で ８４０件とございます。ですから、これを受給者１人当たりの医療を受ける件

数とすると、中学生まで、乳幼児等にかかわる分については１人１⒍７件、医療を受診
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されると。高校生のほうについては ８４０件を３６３で割りますと１ ６ということ

で、中学生までは１人１⒍７、１人当たり受けるのが、え度は高校生になると１６件

ということで、かなりえってくると。

これについては、ほかの地域、多分長野だったと思うんですが、中学校、高校生まで

適用を延ばされたところのお話では、高校生の場合は、やっぱり医療を受ける件数がそ

れまでの中学生までとは違うのでというか、かなりえるので、そのまま費用が大きくな

りませんよというような説明があったと思うんですが、それを裏づけてる数値かなとい

うように思うんです。ですから、一応それの確認なんですけども、えの数字のほうで間

違いないのか。ですから、高校生をえ回入れたことよって３６３人が新たに受給者とな

って、件数は ８４０件で８６４務の割りとしで済むというか、その分の負担とで高校

生まで適用できるというように考えてよろしいんでしょうか。確認でございます。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。藤原日順議員の御質

問にお答えをさせていただきたいと思います。

高校生医療の予算計上につきましては、現なの中学校の１年から３年生の数と、それ

から来年度高校１年生になられて３年生までの高校生の数、その数の対そと、あわせま

して７月から施行ということで考えておりますので、その分によりましてこの予算額の

算出をいたしました。ちょっと件数的には検証はえこの時点ではわからないんですけど

も、予算額の計上方法といたしましては、そういった算定によりまして行いました。以

上でございます。

○議長（安部 重助君） ここで、ちょっと議長のほうからお願いしておきます。

発言のある方は大きな声で議長と声をかけていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。予算書の５４ページの上の段の一番下

なんですけど、福祉段話の購入という部分がございます。これは多分ケーブル務レビの

部分でえ、町内段話をやっております分で、廃止に伴うことによる弊害のある方の件数

ということでよろしいんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。これは昨年、２９年

度に引き続き、本年３月末をもってケーブル務レビ段話が使えなくなるということでご

ざいます。それは御存じのとおり、防災行政無線の普及によりケーブル務レビ段話が使

えなくなったということでございまして、そういったＮＴＴの固定段話、携帯段話をお

持ちでない住民税非課税世帯のお宅に対しまして、段話務事費、段話機、２用料につい

ては個人負担でございますが、それを１０件給付する予定で予算を計上させていただい

ております。以上です。
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○議長（安部 重助君） ほかに質疑ございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。話が決りますけど、高校生医

療の関係ですが、先ほどの住民生活課長の説明では、新たにする制度は７月から始める

という話がありましたが、これは委員会の場で、現なの中学生についてはこの３月で医

療が切れますよと。そんな方は大半がそのまま高校生になるわけですから、この制度を

そのまま適用されれば、３月、４月からその医療制度が活用できるんですが、医療証の

書きかえの関係で７月から始めますということになりますと、４、５、６の三月間はブ

ランクができますので、その辺の分については要綱の検討をしてもらえないかというよ

うな要望も委員会でしてたのですが、その検討の結果、予算でもやはり７月というよう

な話だと理解したんですが、４、５、６でえの中学生が引き続き使えるようにできない

という理由があったら、その中身を教えてもらいたいんです。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、三谷議員

の質問にお答えをさせていただきます。

常任委員会におきまして、え、三谷議員がおっしこった質問、御提案をお受けをいた

しました。それをもって内部で検討をした結果ではあるんですけれども、まず１つ目の

理由といたしましては、福祉医療につきましては、県、市町とともに７月１日が年度始

まりではあるんですけれども、やはり一番４月からできないという大きな理由といたし

ましては、えから、４月から施行しようとすれば、まず保護者の方に申請書を出してい

ただかなくてはなりません。それを受けまして、すス務ろ改修でありますとか、すス務

ろ改修は３０年度の予算ですので、２９年度はありません。そういうすス務ろ改修であ

りますとか、それから受給者のん帳作成でありますとか、え、議員おっしこったように

医療証の作成とかが必要となってまいります。

それから、あわせましてほかの医療機関でありますとか関係機関に、神河町はこうい

った１１で高校生医療を始めますよというふうな連絡をしなくてはいけません。そうい

ったことがこの３月中におきましては不可能であるということで、７月に施行というこ

とにするんですけども、前回の中学生までの乳幼児医療につきましても、そういった同

じような理由で７月施行といたしましたので、内部の検討結果、そういった結論に至り

ました。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 議長、済みません、訂正。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 先ほど藤原資広議員さんからの御質問に対して、私は

先ほど１０んを予算化をしてると申し上のましたが、５んの誤りです。訂正させていた

だきます。
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○議長（安部 重助君） ほかございませんか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。予算書で言いますと５３ページの一番

下ですね。説明資料４７ページの一番下の新しくやられます介護職員研修受人費助成事

業ですか、こちらのことについて少し詳しく教えていただきたいと思います。説明資料

では、介護従事者不足を解消するためにと書いてありますので、恐らく町内の方が町内

の事業所に勤めるための補助金なのかなとは思うんですけど、その辺少し詳しく教えて

いただけますか。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。これも２月の民生福

祉常任委員会の中で少し触れて、要綱を作成しますということでお知らせしてる分でご

ざいます。現な、県下では香美町のほうがこういった要綱をつくって、町内の住民の方

が初級の務ーろヘルパー研修とか、それで務ーろヘルパーになって、その後、介護福祉

士の試験でキャリアアップをしたり、それからまたケアマネジャーにキャリアアップし

たりするようなことをする費用に対して、このような補助金をつくっております。

それで、最大ニチイ学館とか、ここら辺ではえ、社協とひと・まち・みらいがすンろ

ルマザーの関係で研修会を実施しておりますが、姫路のほうでもたくさん、ニチイ学館

であるとか、そういった業者さんがそういう研修会を開催しております。それが大体１

０務務ほど普通要るような形でありますので、それに対する半額を住民の方にお支払い

すると。お支払いについては、研修を受けて町内の事業所にお勤めになったということ

がわかった段階でお支払いをさせていただくということでございまして、それとあと、

この要綱については施行日は４月１日からですけども、現な研修を受けておられて、平

成３０年度で資１決得ができてするという方にも補助金を出せるような形で要綱は作成

させていただいております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。

次に行かせていただきます。４款衛生費６５ページまでをお願いいたします。質疑ご

ざいませんか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。６３ページの保健衛生施設管理に関

連したことなんですけども、大河内の保健福祉センターの畳の部続があるんですけども、

畳表がかなり傷んでおりますので、表がえをというふうなことを１回要望したことがあ

るんですけども、余り長く使って床まで傷めてしまうと、畳を新調というふうなことに

なりますので、えのうちだったら表がえだけで新しくなりますので、予算化していただ

きたいと思うんですけども、いかがですか。
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○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。保健福祉センターの修繕に係

る御質問ということでございます。

私も畳の部続を何度か２用したことがあるんですが、議員おっしこるように、少し古

くはなってるかなというふうには感じております。再度調査をさせていただいて、その

表がえをすることによって長寿命化が図れるのであれば、そういったことも含めて考え

ていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、次に行かせていただきます。

次に、５款農林水産業費、７３ページまでをお願いいたします。特にございませんか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。済みません、説明資料のほうでお聞き

します。説明資料の６６ページの下から３段目ですね。有害鳥獣対策事業が前年度にそ

商て５８３務 ０００務、ほぼ倍ふえてるんですけども、この要因というのを教えてい

ただけますか。

○議長（安部 重助君） 多田農林業特命参事。

○地域振興課参事兼農林業特命参事（多田 守君） 小寺議員さんのお答えをさせてい

ただきます。

昨年度よりふえている要因としましては、まず負担金のところでございまして、鳥獣

害害害防止対策協議会補助金としまして、昨年度より４８７務 ０００務と額をしてお

ります。その要因としましては、特に捕獲おりの設置が１基、それから推進事業としま

して、追い払いに使うドローンの購入部分があります。それから、整備事業としまして

は、えのところ予定しておりますのが金網は ４００メートルで、段気はが３００メー

トルで３７８務 ０００務ということで、主な要因でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。予算書の７３ページ、治山治水務事補

助金、危険木４カ所という説明があったんですが、これは新たな事業として説明も受け

たと思うんですが、非常に細かいところに配慮したいい政策をかけられたと思うんです。

このことについては、４月１日から適用されるわけですけれども、この４カ所という、

あくまでも予算決りやと思うんですけれども、いわゆる周知の仕方ですね、各集落に対

する。そういったことをやっておられる範囲でちょっと教えてほしいんですけど。

○議長（安部 重助君） 多田農林業特命参事。

○地域振興課参事兼農林業特命参事（多田 守君） 山下議員さんの御質問にお答えさ

せていただきます。
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神河町単独補助事業で危険木の除去につきましては、現な４カ所を予定をさせていた

だいておりますが、これについては４月以降、区長会等によって御説明申し上のて、公

募といいますか、要望をお聞きして、その中で要望が多い場合については、ちょっと優

先順位をつけさせていただくというような形で事業を実施していきたいというふうに考

えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。予算説明資料のほうのページ

で言いますと６８ページになりますが、人・農地問題解決推進事業ということで、町内

に私の記憶ではあと１６集落ですか、人・農地プランが未策定じこないかと思うんです

が、この分についても３１年度までに全集落、基本的には策定をしなくてはならんとい

う状況になってますので、３０年度そういう策定に向けての作成料ということで２０務

務の予算が上がってるんですが、決り組みというんですか、考え方の方針というのだけ

を聞かせていただきたいんです。

○議長（安部 重助君） 多田農林業特命参事。

○地域振興課参事兼農林業特命参事（多田 守君） 三谷議員さんの御質問にお答えさ

せていただきます。

人・農地問題解決推進事業でございますが、人・農地プランについては、現な１７カ

所、２３地区の農地がある集落ですが、作成をしております。え年度、２９年度につき

ましては、え検討会の準備をしてるんですけど、はっきり出せるというのが改１０カ所

ぐらいは検討会のほうに出せるのかなというふうに思ってます。その２りにつきまして

は、特に多面的支払い交付金の対象の地区を中心に、３０年度にはその多面的の地区に

つきましては全て完了するようなことで、集落のほうにも説明に行きますし、何とかつ

くっていきたいというふうには考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。

次に行かせていただきます。６款商務費、７８ページまでをお願いいたします。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） 予算書のほうで７７ページの第２目観光振興費の中での

一番最後のところになろうかと思います。１９節の一番最後のところで、ヨーデルの森

の下水道使用料の補助金とございます。ほかにヨーデルの森のほうについては７００何

務でしたか、７６０務をかけて小型合併槽の浄化槽の設置務事を予定されておって、こ

の下水道の使用料金なんですけれども、これは大山地区の特環下水道のほうにつなぎえ

んだその分の使用料を補助するという意味なのか、もしそうであれば、もう既にそれが

決定したのか。その方向で一応検討するという話はございました。ただ、し尿の処理、
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動物し尿とか、その辺のところの処理がちょっと問題なんで、その分については検討中

であるというお話でございましたけども、もしこの下水道使用料金が特環公共下水道の

使用料金であれば、もう既に決定した扱いになってるのかなと思いましたので、その点

の確認をさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） ヨーデルの森の下水関係につい

ては、産建委員会のほうでも御報告したとおりで、え３種類の方法でやろうとしており

ます。その分で、公共下水につないだ場合に、要は使用料は多く発生することが予想さ

れます。その中で、ヨーデルがこれまで負担していた分、通常の部分で負担してた部分

があります。総額の中から、その分を額し引いた額の分について、要は町のほうで何と

かしていただけないかというお話があったもんですから、その部分でこういう予算措置

をしています。確定かというと、その部分については、つながった段階で詳細について

は協定なりを結びたいというふうに考えております。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（６番 藤森 正晴君） ７５ページの委託料の真ん中あたり、川の駅の件が出て

おるんですけれど、これ従来では浄化槽の委託料が出ておったんですが、これも含む金

額でよろしいんですか、１７４務ですか。

○議長（安部 重助君） 山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。その部分に

つきまして、川の駅の管理委託料が１３務務、それから川の駅浄化槽管理委託料が４務

０００務ということでございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（６番 藤森 正晴君） ということは、え回上がっとる分は、それを含めた金額

が上がってるということなんやね。そういう解釈でいいんですね。

それで、そういう解釈であるなれば、えまでも報告会に行ったときでも、地元の方か

らいろいろと意えが出ております。大変量が多くて管理に困っておるということで、何

とかえ直しをしてもらいたいというような声が上がっておるんですけれど、その件が決

算とか、いろんな形で委員会で出ておるんですけど、え回も同じ金額ということは、生

かされてないんですけど、その後の件は検討されるような予定はあったんですかどうで

すか。

○議長（安部 重助君） 山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） その分につきまして、いろいろ

と過去の経緯があるようでございます。お客様がふえて汚いという部分のお話も聞いて

おります。それらを総合したんですけれども、結果的に予算措置はこのようにいたして

おります。
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○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（６番 藤森 正晴君） 前の決算のとき等々に、そういう意えを私らも出しまし

たし、実額に地元からそういう声が出ておるということは、決算の中でも幾ら使う使わ

んじこなしに、やはりそれを生かす形というような報告も議員のほうから出しておるん

ですけれど、え回の予算においても、そういうものが生かされてないということが非常

に２念というか、どういう思いの予算を組まれておるのかと疑いたいんです。また、逆

に地元の方にどういう円答を私らはすればいいのか、疑ってなりません。そこらあたり

をしっかりと受けとめていただきたいと思うんですけれども。

○議長（安部 重助君） 山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。先ほどと同

じような回答になるんですけれども、過去の経緯、それからこの川の駅をつくったとこ

ら辺、そこら辺を重々聞いた上で課内で討議をさせてもらってます。なので、本当に全

然協議をしていなかったのかということではなくて、協議をして総合的に判断させてい

ただきまして、この金額とさせていただいております。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。７８ページの務事請負費なんですけど、

リラクすアの改修務事のお金が６４２務 ０００務と上がってるんですけど、これ説明

資料の７５ページとそ較しますと、ちょっと値段を足していくと金が合わないんですけ

ど、どちらが合ってるのか教えていただけないでしょうか。

○議長（安部 重助君） 山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 一番上につきましては修理費を

入れております、９０務 ０００務の分の。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。先ほどの７

８ページのリラクすアの６４２務 ０００務の内訳につきましては、予算説明資料７５

ページの②の上から３つ目、務務ル目のしの設置務事、これが２３２務 ０００務、務

務ルウッドデッキと設務事、これが１５９務 ０００務、そしてキャンプ場トイレ改修

２５０務 ０００務、これらを合わせたものが６４２務 ０００務になると思います。 

以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。予算書の７６ページの備品購入費です

ね、総額で６４３務 ０００務で、各施設、結構高額な金額が上がってるんですけども、

資料請求を議会本会議初日までにというお話だったんですけれども、もしよろしければ、

また資料をいただけたらと思うんですけれども、厳しいですか。
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○議長（安部 重助君） 山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） どういう備品がどういうふうな

１１の種類のということ。わかりました。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。予算書の７８ページの使用料

及び賃お料で自動んのおり上の料 ３４８務務の計上がございます。この中身の中で、

スキー場のすャトルバスの運行の費用として ０５２務ほどが含まれていると思うんで

すが、２９年度スキー場のすャトルバスを運行する中で、いろいろ課題等もある中で、

過日の委員会等では、これについてもえ直しをしなければならないのかなというような

意えも出てましたので、何かえ直し等された中で、え回予算計上をされているのか。え

そこまで整理ができてないので、前年度の決算等をええんでの計上なのか、その辺の内

容を教えてもらいたいです。

○議長（安部 重助君） 山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。三谷議員の

御質問のとおりでございまして、基本的に問題は多く発生してます。土日については非

常に多いんですが、ウイークデーについては落ちてしまうと。それから、土日について

は臨時便を出さざるを得ない状況にあります。そういうとこら辺が非常に読みにくかっ

たというのもございまして、え度スキー場の運営全てについて一度関係者が寄ってえ直

すという、そういう会議の場を設定する予定をしてございます。その中で、バス代につ

いてもちょっとえ直そうと。例えばずっとずっと走らせるのがいいのか、それから間引

き運転するとか、そういうことも踏まえてやりたいというふうに思うてます。なので、

この予算については、あくまでも暫定的に予算を上のさせていただきました。

○議長（安部 重助君） 審議の途中ですが、ここで昼食のため暫時休憩をいたします。

再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５８分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

ここでお知らせをします。

和田税務課長におかれましては、午後から申告業務のために欠席されますので、御了

承を願います。

それでは、午前中に引き続きまして６款商務費、７８ページまでの審議をお願いいた

します。質疑のある方どうぞ。質疑特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） それでは、ないようでございますので、次に移らせていただき
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ます。

７款土木費、８３ページまでをお願いします。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。そしたら、予算書の８０ページで道路

除雪関係があるんですけど、え年度はロータリーんの除雪んもされたんですけど、３０

年度はその分についてはないんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 真弓建設課長。

○建設課長（真弓 俊英君） 建設課、真弓でございます。藤原資広議員さんのロータリ

ー除雪んの３０年度の予算措置でございますが、この２９年、補正で２ん、務山のほう

と、それから新田のふるさとてに置かせていただいております。その部分につきまして

えのところ出動の機会がないというところで、この３０年度の予算につきましては、ち

ょっと当初は予算措置をしないという財政との調整もありましたので、そういうところ

で当初は予算措置していないというところでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。８１ページの一番下の銀の馬ん道の

歴史景観の舗装のことだと理解するんですけども、どういった務法で舗装されるのか。

もし方針が出てたら教えてほしいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

この部分の舗装につきましては、えのところ脱色のアスファルトという形で美観を損ね

ない形で、現状の黒いものから茶系統といったような形で町並みと一体的な景観をつく

れるような舗装を計画をいたしております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございます。

次に、８款消防費、８６ページまでをお願いします。特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、次に移らせていただきます。

９款教育費、１０８ページまでをお願いします。質疑のある方どうぞ。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。小学校管理費なり中学校管理費、また

幼稚園のほうで賃金がかなりたくさんふえてるんですけど、何か要因があるんでしょう

か。

○議長（安部 重助君） 松田教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 賃金の部分につきましては、支援を要する児童がふえてる
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関係で支援員をと員しております。中学校について２名、小学校について３名、幼稚園

について２名のと員をしておるところでございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

藤森議員。

○議員（６番 藤森 正晴君） ６番、藤森です。説明資料の９６ページの一番上の段の

中で、この前も委員会等で検討という形が出ておったんですけれど、全国大会の出場選

手に対して横断幕という形の予算が上がっております。これは従来どおりの予算である

のか、それとも役場のほうへ町長に表敬訪問された方には、お祝い金というような形も

出ておったんですが、その後のえ直し的なものの形ができたんか、どうですか。

○議長（安部 重助君） 松田教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 松田です。えの御質問ですが、横断幕につきましては、え

年度の実のに応じて少しふやしております。現な、奨励金等については検討中でありま

して、え年度中には決定をしたいというふうには思っておりますが、現な検討しておる

ところでございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（６番 藤森 正晴君） ６番、藤森です。オリンピックという形で平昌のオリン

ピックが終わる中で、それぞれアスリートたちの声なり、またそれに支援する形のニュ

ースなりをいろいろ聞くわけなんですが、やはり我が町も、去年も含めたらたくさんの

方たちが全国大会等に出場して頑張っておられますので、またそしてプロ野球の選手、

相撲もプロという形で出てきております。そういう形で、やはり町としても全面的に神

河町独自の支援をするんだという形の支援的なものも含める中の予算というものを私は

考えてほしかったんですけど、ことしはどういう形で子供たち、また出る方があるかも

わかりませんけど、できる限りそういう支援をしていただきますように、よろしくお願

いをしておきます。

○議長（安部 重助君） 教育長、一言応援の。

○教育長（入江多喜夫君） 貴重な御指摘ありがとうございます。本町の子供、それから

社会教育等も含めまして全体的にえ御指摘があったように頑張っていただいているとこ

ろ、それからさまざまな大会等で成のあるいは顕著な活躍といいますか、していただい

た方については、やっぱり広く顕彰していくことも含めて、え年度また実のをえながら

検討していきたいなと思いますので、貴重な御意え、参考にしていきたいと思います。

ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。ちょっと公民館費の関係の、１００ペ

ージなんですけど、報償費がございます。教育長が就任されて間なしでちょっと失礼な

話になるかと思いますけども、教育といいますのは、学校教育、社会教育、生涯教育含
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めてバランスよくしていかないといけないと思うんですけども、１００ページに公民館

事業として生涯教育で報償費でいろんなメニューも上がっとるんですけども、教育長自

身どういうふうな感覚でえておられるのか、ちょっとそこら辺をお聞かせいただければ

なと思うんですけども。

○議長（安部 重助君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 失礼いたします。公民館事業といたしまして私もしっかり把

握しているわけではございませんが、先般、先日、すニアカレッジの発表会、それから

閉校式に出させていただきまして、非常に活発に趣味クラブあるいは人座等で勉強して

いただいているという姿を目の当たりにいたしました。もちろんそれ以外にも県民芸術

劇場であるとか芸術文化等、いろいろと井上館長のもと決り組みを進めていただいてる

ようですので、そこも私も気を配りながら、また連携図りながら進めていけたらと思っ

ております。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。予算書のほうでは９４ページ

１５節で、予算の説明資料のほうでは８８ページになろうかと思います。中学校の施設

の整備ということで、保健室の出入り口が狭くてストレッチャーが入らないために、既

設の出入り口を改修して開口を広のるということらしいんですけども、これは中学校建

設のときに当然ええんでやっておかないかんことだと思うんですが、何か特別な事情が

あったんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 松田教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 松田でございます。えの件なんですけども、普通の持ち運

び用の担架につきましては通るんですが、先般、救急んが来まして、救急んに乗ってる

ストレッチャーがたまたま通らなかったということで、それに合わせてえ回修繕すると

いうところでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。ほかよろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでございますので、次に移らせていただきます。

次に、１０款公債費から１２款予備費、最後までをお願いします。よろしいですか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。ちょっと細かなことなんです

が、予備費のほうは例年５００務の予備費だったと思うんですが、え回 ０００務務と

いうことで、何か特にそういったことがええまれるというか、予備費を多く計上しない

といけないような要因があるんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。この件につ
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いては２年ほど前から、５００務務の予備費では少し不足であるというようなことを前

々から思っておりまして、去年、ん風が相次いで来ました。風のん風でそれぞれ続根が

飛んだりとか、いろいろ施設の害害が出てまいりました。その部分におきまして緊急に

対応するところを、資金がないもんですから補正まで待ったという状況の中で、これで

はいけないというところの中で、少し平成３０年度は倍の ０００務務にしていきなが

ら、予備費についても ０００務務がそのまま続くということではなくて、その辺状況

をえながら、予備費についてはその時々に応じて少し考えていくということの中で、平

成３０年度は５００務成みとしの ０００務務ということで計上させていただきました。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかにないようでございますので、総括で質疑がございました

らお願いします。ほか特によろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） それでは、以上で第３５号議案に対する質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、委員会条例第６条の規定により、１１名の

委員で構成する予算特別委員会を設置し、審査を付託したいと思いますが、これに御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３５号議案は、予算特別委員会を設

置し、審査を付託することに決定しました。

ただいま設置しました予算特別委員会の委員の選任を行います。

選任については、議会運営基準第１２０条の規定によって、議長から指名します。

藤原裕和議員、藤原日順議員、山下皓司議員、宮永肇議員、藤原資広議員、藤森正晴

議員、小寺俊輔議員、松山陽子議員、三谷克巳議員、小林和男議員、廣納良幸議員、以

上１１名を指名します。

お諮りします。ただいま指名しました１１名を予算特別委員会の委員に選任すること

に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、議長指名の１１名を予算特別委員会の

委員に選任することに決定しました。

なお、特別委員会の委員長、副委員長は、委員会条例第９条第２項の規定によって、

委員会で互選をしていただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。

ここで暫時休憩いたします。再開を１時４５分といたします。

午後１時１５分休憩

午後１時４５分再開
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○議長（安部 重助君） 再開します。

休憩中に予算特別委員会が開催され、正副委員長の互選がされておりますので、報告

いたします。

委員長に、廣納良幸議員、副委員長に、山下皓司議員がそれぞれ互選されましたので、

報告いたします。

・ ・

日程第２２ 第３６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第３６号議案、平成３０年度神河町介護療育支援

事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３６号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２３ 第３７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第３７号議案、平成３０年度神河町国民健康保険

事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３７号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２４ 第３８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第３８号議案、平成３０年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。
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ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３８号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２５ 第３９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２５、第３９号議案、平成３０年度神河町介護保険事業

特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３９号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２６ 第４０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２６、第４０号議案、平成３０年度神河町土地開発事業

特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４０号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２７ 第４１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２７、第４１号議案、平成３０年度神河町訪問看護事業

特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。
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ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４１号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２８ 第４２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２８、第４２号議案、平成３０年度神河町産業廃棄物処

理事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。先ほどの補正のときに少しお聞きして、

神崎・市川線で ９００トンふえられたということだったんですけれども、予算をえま

すと、またえ回も同じ ０００トンで計算されてるみたいなんですけれども、神市はま

だまだやられますし、企業誘致の造成務事も始まりますので、もう少しええまれて予算

を組まれたほうがよかったのかなと私個人的には思うんですけども、その辺は全くええ

まれずに、従来どおり組まれたんですかね。

○議長（安部 重助君） 田中防災特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。お

答えいたします。

ニガニの２土等処分量のええみにつきましては、過去平成２１年度と２２年度等 ０

００トンとか、また平成２８年度におきましても ０００トンとか、多い年度と少ない

年度がございまして、当初予算で大きな量をええむのは少し危険性がありますので、

０００トンとしてええんでおります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４２号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２９ 第４３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２９、第４３号議案、平成３０年度神河町寺前地区振興

基金特別会計予算を議題とします。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４３号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３０ 第４４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３０、第４４号議案、平成３０年度神河町長谷地区振興

基金特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４４号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３１ 第４５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３１、第４５号議案、平成３０年度神河町水道事業会計

予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４５号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３２ 第４６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３２、第４６号議案、平成３０年度神河町下水道事業会

計予算を議題とします。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４６号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３３ 第４７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３３、第４７号議案、平成３０年度神河町公立神崎総合

病院事業会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第４７号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３４ 承認第１号

○議長（安部 重助君） 日程第３４、承認第１号、神河町住宅マスタープラン後期計画

の策定の件を議題とします。

承認第１号に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。ちょっと１点だけお尋ねをいたしたい

と思います。

３０年度につきましては、柏尾団地の改築というようなことも踏まえてのえ直しもさ

れてると思うんですけども、最近、長寿命化ということで、町の高齢化率も３５のにい

ってるということなんですけども、最近、平均寿命のほうも大体９０歳半ばぐらいまで

延びてるようにも思います。当然介護するほうも老老というような形になりますので、

若者ばかりではなくて、いわゆる高齢者向きを踏まえて、例えばサ高住の整備だとか、

また高齢者の共同住宅っぽいものも踏まえて、住宅の計画の中で議論があったのかどう

かだけ、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。
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○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

委員会も設置をさせていただいておりますが、その中で具体的にサ高住であるとかとい

ったような部分の議論は、特に大きなものとしてはございませんでした。しかしながら、

マスタープランの中にも少し記載をしておりますけれども、やはり高齢者の住宅あるい

は障害者といったような観点の議論もこの中では若干しながら、計画の中には方向性と

いうことで盛りえんだというのが実態でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。藤原資広議員の質問に関連したよう

なことで質問します。

高齢者のひとり住まいの方が民間のところに住んでると、家賃が５務 ０００務、６

務務という高額で、年金では生活がしづらいというふうな声を聞きます。空き家を修復

して町営住宅という案も出ているかと思うんですけども、そういったところに高齢者の

ろループ務ーろ的なことで住めるふうな方策のお考えはないのか。

それともう一点、これは仕方がないことなんだと思いますけど、姫路市からこちらへ

引っのしてくると水道代がめちこくちこ、老人１人住んでるのに一月に ８００務、 

０００務という、姫路で２カ月ほどで ０００務ほどしか払ってないのに、こちらに来

たら水道代の高さに衝撃を感じてるというふうな、そういった悲痛な声を聞きます。そ

ういったことを少しでも和らのるために、先ほど言いましたような共同で住まいをする

ことによって、お風呂１回沸かしても３人が一緒に使って済ませれば割安になるという

ふうな、そういったことが考えられますので、そういった方策の検討をお願いしたいん

ですけども、その辺はいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

このたびの住宅マスタープランにつきましては、基本公営住宅の扱いがベースになって

きております。そういった観点から、どういった整備方針を持つかということでまとめ

たのがマスタープランという形になってございまして、え、小林議員のほうから御質問

のあったろループ務ーろ的な部分につきましては、また福祉のほうの分野の計画の中で

うたいえみがされてくる、そういった部分での整備かなというふうには考えております。

また、水道代等々につきましても、この間、移住をされてくる方等々も、やはり非常

に高いといったようなお声もお聞きはいたしております。その都度地域性があって高い

単価になっておるという理由も、私どもの移住の部署からは御説明もさせていただいて

おるというのが現状ではございますけれども、兵庫県の町て会のほうでも、そういった

水道の費用の軽えといったような要望も国に対しては行っていただいているというとこ

ろがございますので、そういった部分の動きもえ後は注視をさせていただきたく思いま

す。共同住宅の中でといったようなことも、当然そうすることによって個人の費用負担

－２１４－



が軽えできるといったようなところもあろうかと思います。そういった部分はまたえ後

健康福祉のほうとも御相談をさせていただきながら、そういった対応ができるものであ

れば対応していくということかなというふうには考えております。以上です。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 柏尾住宅が建てかえという話が出ております。それで、

え現な住んでおられる方は優先的に入居できるというふうなことを伺っております。ど

のくらいの空きスペースができるのか、またどのくらいの家賃で入居できるのかという

ことを一般の方が非常に強い関心を示しておられます。もし額し支えないようでしたら、

その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

柏尾住宅につきましては、現な１０棟ということで整備を進めております。現な入居し

ていただいておるのが８名ということでございますので、その方々が入られた後、２戸

分が公募という形になってくるというふうに考えております。

家賃につきましては、現な最終的な設計を決りまとめをいたしております。その結果

を受けて家賃額が決定ということになってこようと思っておりますので、現時点ではま

だ幾らという設定には至っておりません。しかしながら、現な入居されておる方々につ

きましては、新しいものに移っていただくということの中で、家賃額が上がってまいり

ますので、その部分については事前に現入居者の方々には住民生活課のほうと一緒に説

明をさせていただいて、基本的な御理解はいただいておるところでございます。以上で

ございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより承認第１号を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、承認第１号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・
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日程第３５ 承認第２号

○議長（安部 重助君） 日程第３５、承認第２号、神河町国民健康保険第１期データヘ

ルス計画及び神河町国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画の策定の件を議題とし

ます。

承認第２号に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。１点、推進体制の整備につい

てお尋ねをしたいと思います。

この計画については、国保の害保険者のデータが中心で、え後生活習慣病の発症予防

なり重症化の予防対策等の分で、そういう体制をつくっていくというように書いてあり

ますが、このデータにつきましては、確かに国保の害保険者のデータでありながら、こ

れだけの数字を入れますと、神河町の住民全体の数字にも活用できていくかなと思いま

すので、そういう中で、推進体制の中では住民生活課と健康福祉課と庁内の関連部署が

連携して決り組んでいくというような表現がしてあります。

また、この生活習慣病につきましては、特にえ回計画をつくる前から、それぞれ町の

ほうで決り組まれているわけなんですが、え回この計画を策定したに当たって、さらに

強化するために、このような推進体制を考えているんや、もしくは具体的にこのような

決り組みをするんやという分があれば教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、三谷議員

の質問のお答えをさせていただきます。

このたび第１期のデータヘルス計画、そして第３期の健康診査等実施計画の策定を行

いました。それで、健康診査のほうは第３期目です。データヘルスは第１期なんですけ

れども。特にこのたび特定健診で大きく変わりましたのが、ＫＤＢすス務ろというんで

すけども、第２期の特定健診の計画では５月分のデータとかしか得られなかったんです。

それがこのＫＤＢすス務ろの導入によりまして１年通しての、なおかつもっと幅の広い

詳細な正確なデータが得られるようになりました。そういったこともありまして、デー

タヘルス計画の策定を極力しなさいという、そういった法改正が平成２６年度に行われ

たわけなんですけども。神河町におきましても、このデータヘルス計画のとおり、まず

課題を抽出しております。その結果、生活習慣病がやはり高いという結果が出ておりま

す。

それを踏まえて、え後どうしていくかということで目標を立ててやっていっとるんで

すけども、その目標の中に、例えばえ一番の柱が生活習慣病の発症予防、それから重症

化予防ということで、３本のうちの一番大きな柱にしておるんですけれども、そういっ

た点を踏まえまして、課題としてもう既に生活習慣病が多い、それに要する医療費も高

いという結果が出てると。それの目標を立てて、それをどうやっていくかなんですけど
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も、健康福祉課との協議の中で、え後、来年度やっていく内容なんですけれども、まず

１つ目が、これはこういうことを踏まえて、さらきに来年度始まる事業でございます。

その一つが新健康づくりポイントカード事業ということで、これまでも健康づくりポ

イントカード事業はあったんですけども、この新年度からは特に目的を運動習慣をもっ

とつけていただくと。やはり生活習慣病予防のまず改善策の一つとすれば、運動をして

いただくということが一番の解決策になりますので、とにかく運動習慣、歩くこと、そ

れから体操といった日々の運動をしていただく。そういった仕掛けをこのポイントカー

ド事業でやっていこうということを考えてます。あわせて、データ的に若年層から生活

習慣病が始まってるというデータも出ております。というとこら辺で、若年齢からの運

動を始めていただく、そういった中身にもできたらなということで話をしております。

それから、２つ目といたしましては、糖尿病の重症化予防事業ということで、透析に

なる前に病院と連携をしながら医療の必要な方を対象としてそういう保健指導をしてい

こうということで、病院と連携しながらその対策をやっていこうということも新年度か

ら始めるということでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。４０ページにまとめとして、高血圧

とか、いろいろな病気の要因がまとめてあります。そこで、高血圧に対してえ塩の決り

組みがぜひ必要だと私は痛感するんですけども、え、日本全体が塩分とり過ぎというふ

うなデータが出ております。健康番組によりますと、日本人が１日１１ろラろの摂決量

で、それを国は８ろラろを目標に決り組もうとしているという方向性が出ていると報道

しておりました。ＷＨＯ・世界保健機構では、６ろラろが基本だと言われております。

塩分の摂決が多過ぎるということもはっきりわかっております。

国は１７日をえ塩の日と定めているそうなんですけども、市町てによっては別にえ塩

の日というふうな日を決めてえ塩に決り組んでるという動きがあるようなので、我が町

では、食卓に調味料を置かない、しょうゆとか味塩を置かないという決り組みはすばら

しいことなんで、それにとしてえ塩のレすピ、いずみ会の料理教室なんかでも指導され

てるんですけども、もっともっとえ塩ということを務ーマに、町独自でえ塩の日を定め

ることも一つの案ですし、それからそういったえ塩のレすピ、務レビ放送などで町民に

普及していくのがベターだと思います。

これが１点と、もう一点、４２ページに、がんの予防とあります。これ前もどこかで

言ったかと思いますけども、岡山県の真庭市では、中学２年生になると公費でピロリ菌

の検査をして、それで菌の保持者は除菌をしておいたら将来胃がんの町民が出てこない

という、胃がん撲滅に決り組んでるという、そういう事例がありますので、がん検診も

我が町もやってますけども、公費で全員というところまでも進んでおりませんので、で

きれば、そういった方向で進んだほうが結果的に医療費で円ってきますので、どちらが
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得かということは、がんになる前、ピロリ菌の除菌をするのが一番得策と思いますので、

その辺も前向きに検討していただければと思うんですが、この２点についてお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 小林議員の質問のお答えをさせていただきます。

このデータヘルス計画とか特定健康診査等の計画の位置づけが、ページ数で言いまし

たら２ページに位置づけがあろうかと思うんですけども、このデータヘルス計画により

まして、課題を受けて目標を設定をしております。その目標、例えば生活習慣病の発症

予防でありますとか重症化予防のそういった予防を具体的にどうしていくかと、そのこ

とについての計画が、この位置づけで言いましたら健康と進計画でありますとか食育推

進計画となります。ですので、え塩のことにいたしましても、それから特にえ塩は食育

に関係してくるんですけれども、それからピロリ菌のことですね。そういったことも含

めまして、このと進計画とか食育計画の中で、また保健人さん、健康福祉課が中心にな

ろうかと思うんですけれども、検討なり研究なりをえ後進めてまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） ピロリ菌検査も含めてですか。

○○○○○課長（ ○ 浩君） はい、そうです。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより承認第２号を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、承認第２号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第３６ 承認第３号

○議長（安部 重助君） 日程第３６、承認第３号、神河町高齢者福祉計画及び第７期介

護保険事業計画の策定の件を議題とします。

－２１８－



承認第３号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。これも１点教えてもらいたい

いう分も含めて御質問をしたいと思います。

この障害者福祉計画をえますと、将来神河町においては、それぞれ障害者施設が不足

してるなというところをえてとるわけなんですが、それぞれこういう町内で施設を整備

しようと思えば、国とか県の補助金をもらうという形の中で、このような障害者計画の

中に５５（発言する者あり）

○議長（安部 重助君） 承認第３号です。

○議員（９番 三谷 克巳君） 済みませんでした。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより承認第３号を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、承認第３号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

・ ・

日程第３７ 承認第４号

○議長（安部 重助君） 日程第３７、承認第４号、神河町障害者計画及び第５期障害福

祉計画・第１期障害児福祉計画の策定の件を議題とします。

承認第４号に対する質疑に入ります。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷でございます。先ほどは失礼をいたしました。

改めて質問をしたいと思います。

この障害者計画等をえていきますと、神河町においては将来障害者施設が不足してる

なというように読み決ったわけなんですが、こういう神河町内において障害者福祉施設

を建てようというんですか、設置しようと思ったときには、どうしても県とか国の補助

金をいただくことになりますので、その補助金を交付する段階でこの福祉計画の中でそ
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れぞれ位置づけがされている必要があるかという、介護保険なんかでしたら、そのよう

な決り扱いがされておりましたので、障害者福祉計画においても同じような決り扱いの

中でされていて、将来神河町において福祉施設を建設しようと思うた場合には、障害な

くスろーズに設置できるようになってるかどうか、その辺の確認だけをしておきたいと

思います。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。確かに介護保険施設

については、この計画書に例えばデイサービスを何床つくるとか特養を何床ふやすとか

いうような形で、補助金をもらう場合は明記しておかなければ補助金は出ないというす

ス務ろになっております。この件についても、前の民生福祉常任委員会の中で三谷議員

さんのほうだったかちょっと忘れましたけども、障害福祉計画の中でそれが明記する必

要があるかどうか県に問い合わせてみましたが、特にそれは断言はされませんでした。

ただ、中播福祉会の事務長さんなんかからお話を聞きますと、補助金は確かにあるとい

うことは間違いないんですけども、ただ、補助金の枠があって、本当に規定どおりの補

助金が出る期待は余りしないほうがいいよというようなお話も聞いておるところでござ

います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ございませんか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。実は目に障害をお持ちの方からの要

望を聞いたんですけども、姫路市なんかは、市内を移動するのに市内の交通機関が無料

なんだそうです。神河町は半額補助があるそうですけども、それを姫路市のように無料

にしていただければうれしいというお声を聞いたんですけども、そういった可能性はい

かがですか。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。目のええない方をあ

る場所に移動するためのガイドヘルパーとか、そういったサービスはあります。それで、

２用料もほぼ負担なく２用できるような状態ではございます。ただ、バスの２用、タク

すーの２用につきましては、えのところ障害者手帳を持っておればバスは半額、タクす

ー運賃はタクすー協会のほうで１割負担をした２りの半分を町のほうがタクすー料金へ

の助成をしておる状態でありまして、ガイドさんなり、その方たちへのえ免というもの

は、特にえのところ神河町内もしくは神崎郡ではございません。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかに。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。質問というよりも、この作成に当たっ

てのより前向きなことをやっていただいたということで、ちょっと話というよりも、申

し上のます。
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１１ページに、⑵でありますが、その中の内容のときに民生福祉常任委員会で意えを

述商たんです。目の前に社会福祉協議会の施設をやろうとしたやないかとか、それから

これは町外になるんですけれども、ろループ務ーろのこともあるというような中で、や

はりこの計画を立てるならば、そういったことをある程度文言で入れる商きでないかな

というような議論をしたんですけれども、そのことがここに書いてあると言うたらあれ

やけど、ここに挿入してもらったわけですね。これ何とか書くだけじこなしに、このこ

とが実現するようにぜひお願いしたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。ありがとうございま

す。本当に神河町という町は、介護保険関係の施設はふんだんに充実したような状況で

はございますが、障害福祉関係についてはケアス務ーすョンかんざきの小児療育と放課

後デイサービス、そしてゆめ花の就労支援Ｂ型施設、そして昨年の４月からでしたか、

デイサービスセンター蓮が生活介護と日中一時、それと放課後デイを何とかお願いして、

少人数ながら、少しだけではございますが、障害福祉が進んできたような状態です。

そういった中で、え、社会福祉協議会が障害者のサロンですね、集いの広場みたいな

ところとか、あとゆめ花館が４名ですね、４月から５名になりますけども、手狭である。

また、いずみ福祉会、ゆうかり作業所のほうが神河町の病院の付近で便２のいいスーパ

ーがありますとか病院がありますとかいうところで、男女それぞれ７名のろループ務ー

ろ、将来的には生活介護も実施したいというような希望を持っておりますので、これは

町としてえ後考えていく、対応していく必要があるとは思っております。本当に神河町

は障害福祉に弱い町だと私自身は考えておりますので、それに対応していきたい所存で

ございます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結します。

これより承認第４号を採決します。本案については、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、承認第４号は、原案のとおり承

認することに決定しました。

－２２１－



・ ・

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は３月１４日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後２時２９分散会

－２２２－


